
令和５年度における栗駒山高濃度火山ガス発生に伴う須川コースの対応について 

岩手県自然保護課 

◇高濃度火山ガス発生に伴う須川コースの対応

令和４年度に開催された栗駒山火山防災協議会「火山ガス対策専門部会」（第１回～第５

回）での検討を受けて、須川コースの対応について以下のように取り組むものとする。 

（１）苔花台から昭和湖までの通行止め解除～令和４年９月９日から 10月 16 日まで実施済～ 

６月上旬から末まで火山ガス連続観測を行い、令和４年度の規制基準としていた「20ppm

以上の観測値が１時間に 10 回以上又は 10 分以上継続した場合、及び 80ppm が観測された

場合」の観測が認められない場合に７月中旬頃に通行止めを解除する。なお、解除にあた

っては、以下の対策を行うものとする。 

① 火山ガスの常時観測の継続（再度通行止め等は定点箇所のデータで判断）

② 昭和湖側への立入制限のため、ロープ柵及び標識掲示

③ 長時間滞在を避けるため、既存ベンチの使用不可表示

④ 登山口及びコース分岐点における火山ガスへの注意喚起標識掲示

⑤ 県のホームページや関係機関等へのチラシ配布

※ 詳細は別紙１－１及び１－２

（２）須川コースの全面通行止め解除に向けた技術的検討

①昭和湖東側の迂回ルート検討

・法規制等を考慮した設置可能な迂回ルート選定と概算費用

（課題）現在、ガス濃度低調状況のため、迂回ルートの安全性（有効性）を検討でき 

るデータがなく、有識者による判断が出来ない状況 

※ 迂回ルート検討状況は別紙２

②警報システム等による安全対策検討

・概算費用及び設置可能なシステム検討

（課題）安全対策としての費用対効果 

③長期的な基本計画の検討

・ガス濃度の状況に応じた対応方針の検討

（課題）①及び②の方針決定が必要 

（３）令和５年度の取組予定

※ 詳細は別紙３

SS19010039
繝・く繧ｹ繝医・繝・け繧ｹ
協議１



須川コース一部解除に伴う標識設置位置図

別紙１－１

岩手県自然保護課

岩手県自然保護課

■苔花台掲示標識

・火山ガス注意喚起(1)

・登山コース注意喚起

・進入禁止(1)※再通行止め時

火山ガス注意喚起(1)登山コース注意喚起

進入禁止(1)

■昭和湖

※別紙参照

火山ガス注意喚起(2)

岩手県自然保護課

■須川登山口掲示標識

・火山ガス注意喚起(1)

・登山コース注意喚起

N

進入禁止(2)
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紙
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既
存
ベ
ン
チ
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可
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止
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)標
識
掲
示
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)

・
ロ
ー
プ
柵
設
置

・
火
山
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(2
)標
識
掲
示
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和
湖
ト
イ
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・
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獄
谷
方
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ロ
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柱
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置
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況
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・
ト
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レ
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プ
柵
支
柱
設
置
状
況

昭
和
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①
昭
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②
昭
和
湖
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（
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点
観
測
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器
設
置
状
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須
川
コ
ー
ス
迂
回
路
検
討
状
況

課
題

対
応

課
題

対
応

①
昭
和
湖
東
側
小
迂
回

森
林
生
態
系
保
護
地
域
の
保
存
地
区
に
該
当

有
識
者
等
と
現
地
調
査
済
(
R
3
.
1
0
.
6
)

希
少
種
無

有
識
者
等
と
現
地
調
査
済
(
R
3
.
1
0
.
6
)

②
昭
和
湖
東
側
中
迂
回

森
林
生
態
系
保
護
地
域
の
保
存
地
区
に
該
当

有
識
者
等
と
現
地
調
査
済
(
R
3
.
1
0
.
6
)

希
少
種
の
確
認
⇒
希
少
種
無

山
側
湿
地
に
希
少
種
生
息
の
可
能
性
有
、
要
調
査
⇒
現
地
調
査
済
(
R
4
.
9
.
1
5
)

③
昭
和
湖
東
側
大
迂
回

森
林
生
態
系
保
護
地
域
の
保
存
地
区
に
該
当

有
識
者
等
と
現
地
調
査
済
(
R
3
.
1
0
.
6
)

希
少
種
の
確
認
⇒
希
少
種
無

山
側
湿
地
に
希
少
種
生
息
の
可
能
性
有
、
要
調
査
⇒
現
地
調
査
済
(
R
4
.
9
.
1
5
)

④
昭
和
湖
東
側
最
大
迂
回

森
林
生
態
系
保
護
地
域
の
保
存
地
区
に
該
当

要
協
議
⇒
現
地
調
査
済
(
R
4
.
9
.
1
5
)

希
少
種
の
確
認
⇒
希
少
種
無

要
調
査
⇒
現
地
調
査
済
(
R
4
.
9
.
1
5
)

⑤
昭
和
湖
か
ら
極
力
離
れ
た
迂
回

森
林
生
態
系
保
護
地
域
の
保
存
地
区
に
該
当

・
立
木
伐
採
を
避
け
る

・
新
た
に
迂
回
ル
ー
ト
を
設
け
る
場
合
は
、
既
存

ル
ー
ト
の
植
生
回
復
を
図
る

・
希
少
種
無

・
斜
面
掘
削
に
よ
る
裸
地
化
及
び
土
砂
流
出
へ
の

荒
廃
対
策
必
要

木
道
等
に
よ
る
荒
廃
対
策
を
検
討

⑥
比
較
的
安
価
な
迂
回

森
林
生
態
系
保
護
地
域
の
保
存
地
区
に
該
当

・
立
木
伐
採
を
避
け
る

・
新
た
に
迂
回
ル
ー
ト
を
設
け
る
場
合
は
、
既
存

ル
ー
ト
の
植
生
回
復
を
図
る

・
希
少
種
無

・
湿
地
帯
植
生
保
全
の
た
め
荒
廃
対
策
必
要

木
道
等
に
よ
る
荒
廃
対
策
を
検
討

法
等
規
制

検
討
内
容

そ
の
他

④
最
大
迂
回
案
（
樹
林
帯
境
界
）

①
小
迂
回
案

②
中
迂
回
案

③
大
迂
回
案
（
湿
地
境
界
）

須
川
コ
ー
ス
迂
回
路
ル
ー
ト
検
討
案

≪
法
規
制
や
そ
の
他
条
件
か
ら
設
置
の
可
能
性
が
あ
る
ル
ー
ト
を
検
討
≫

⑥
比
較
的
安
価
な
迂
回

⑤
昭
和
湖
か
ら
極
力
離
れ
た
迂
回

別
紙
２

※
R
5は
設
置
可
能
な
昭
和
湖
か
ら
の
離
れ
の
限
界
ル
ー
ト
の
確
認
を
関
係
者
で
行
う
予
定
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上
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上
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上
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上
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昭
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迂
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報

シ
ス
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川
登

山
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～
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湖

）
 

 

昭
和

湖
ト

イ
レ

修
繕

※
給

水
系

統
修

繕

専
門

部
会

 
◇

 
 

協
議

会

関
係

機
関

と
の

調
整

※
　

 

須
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登
山

口
～

昭
和

湖

区
間

通
行

可
 

山
の

状
態

 
残

雪
新

緑

１
．
面
的
調
査
は
、
６
月
か
ら
７
月
ま
で
（
１
ヶ
月
程
度
）
の
ガ
ス
観
測
状
況
に
基
づ
き
、
実
施
の
回
数
及
び
箇
所
を
専
門
部
会
で
検
討
し
ま
す

２
．
第
１
回
の
専
門
部
会
開
催
時
期
は
、
ガ
ス
観
測
状
況
に
基
づ
き
適
時
判
断
し
ま
す

３
．
部
分
的
通
行
止
め
解
除
（
苔
花
台
か
ら
昭
和
湖
ま
で
の
区
間
）
は
、
６
月
末
ま
で
の
ガ
ス
観
測
に
お
い
て
昭
和
湖
定
点
に
お
け
る
規
制
基
準
超
過
(
次
ペ
ー
ジ
参
照
)
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
、

　
　
７
月
中
旬
頃
に
行
い
ま
す
。
な
お
、
ガ
ス
観
測
結
果
に
よ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
部
分
的
通
行
止
め
解
除
に
つ
い
て
専
門
部
会
で
検
討
し
ま
す
。

４
．
通
行
止
め
解
除
後
の
安
全
対
策
は
別
記
に
よ
り
対
応
し
ま
す

５
．
気
象
条
件
等
に
よ
り
通
行
可
能
時
期
は
変
動
し
ま
す

夏
山

秋
山

項
目

別
紙

３

冬
山

 
（

法
規

制
等

を
考

慮

し
た

迂
回

路
検

討
）



【
部

分
的

通
行

時
（
須

川
登

山
口

～
昭

和
湖

）
の

安
全

対
策

】

１
．

利
用

の
注

意
喚

起

(1
)須

川
登

山
口

、
苔

花
台

、
昭

和
湖

周
辺

に
注

意
喚

起
表

示

(2
)県

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
掲

載
や

関
係

機
関

等
へ

の
チ

ラ
シ

配
布

２
．

基
準

値
超

過
時

の
対

応

(1
)規

制
及

び
規

制
解

除
基

準
 

※
昭

和
湖

定
点

観
測

点

通
行

止
め

：
20

pp
m

以
上

の
観

測
値

が
１

時
間

に
10

回
以

上
又

は
10

分
以

上
継

続
し

た
場

合
、

及
び

80
pp

m
以

上
が

観
測

さ
れ

た
場

合

通
行

止
め

解
除

：
通

行
止

め
の

条
件

が
48

時
間

観
測

さ
れ

な
い

場
合

(2
)規

制
（

標
識

設
置

）
及

び
規

制
解

除
（

標
識

撤
去

）
の

流
れ

通
行

止
め

：
基

準
値

超
過

通
報

（
シ

ョ
ー

ト
メ

ー
ル

）
 

→
 

自
然

保
護

課
職

員
携

帯
電

話
 

→
 

自
然

保
護

課
職

員
が

規
制

条
件

該
当

確
認

 
→

 
 

一
関

市
と

協
力

機
関

に
標

識
設

置
依

頼
（

ラ
イ

ン
）

※
ラ

イ
ン

未
読

の
場

合
は

確
認

の
電

話
連

絡
 

→
 

協
力

機
関

が
須

川
登

山
口

に
進

入
禁

止
標

識
設

置

通
行

止
め

解
除

：
自

然
保

護
課

職
員

が
規

制
解

除
条

件
該

当
確

認
 

→
 

一
関

市
と

協
力

機
関

に
標

識
設

置
依

頼
（

ラ
イ

ン
）

※
ラ

イ
ン

未
読

の
場

合
は

確
認

の
電

話
連

絡

→
 

協
力

機
関

が
須

川
登

山
口

の
進

入
禁

止
標

識
撤

去
 

 

(3
)県

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
掲

載
や

関
係

機
関

等
へ

の
チ

ラ
シ

配
布

に
よ

り
規

制
情

報
を

周
知

≪
課
題
≫

既
に

進
入

し
て

し
ま

っ
て

い
る

利
用

者
に

対
し

て
、

火
山

ガ
ス

濃
度

基
準

値
超

過
情

報
を

即
時

に
周

知
で

き
な

い

・
考

え
ら

れ
る

周
知

方
法

１
．

須
川

登
山

口
及

び
天

狗
平

へ
の

標
識

設
置

と
設

置
移

動
時

に
お

け
る

呼
び

か
け

 
⇒

現
地

作
業

困
難

時
（

例
：

夜
間

）
は

早
く

て
も

翌
朝

作
業

と
な

る

２
．

ア
プ

リ
等

に
よ

る
利

用
者

携
帯

端
末

へ
の

情
報

提
供

 
⇒

携
帯

端
末

の
通

信
圏

外

３
．

岩
手

県
の

防
災

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

に
よ

る
現

地
で

の
呼

び
か

け
 

⇒
有

事
の

際
及

び
悪

天
候

時
は

防
災

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

使
用

不
可

４
．

警
報

機
器

の
設

置
（

須
川

登
山

口
及

び
天

狗
平

）
 

⇒
予

算
措

置
で

き
て

い
な

い
た

め
、

早
急

な
設

置
が

無
理

。
ソ

－
ラ

ー
電

源
と

な
る

た
め

、
機

能
発

揮
の

不
確

実
性

が
高

い
。



栗駒山火山防災に係る令和５年度の取組（案） 

令和５年3月2日 

 栗駒山の火山防災対策については、活動火山対策特別措置法に基づき、火山地域

の関係者が一体となり、専門的知見を取り入れながら警戒避難体制の構築を図るとと

もに、次の取組を推進する。 

１ 栗駒山の火山活動状況調査 

・ 岩手県の火山活動に関する検討会による、防災ヘリを使用した機上観測（春季、

秋季）及び現地調査を実施し、調査結果を基に火山活動状況の評価を行う。

２ 普及啓発に関する取組 

・ 火山防災マップを活用し、住民や登山者等に対する避難計画の周知を図る。

３ 栗駒山高濃度火山ガス発生に伴う須川コースの対応 

・ 協議１「令和５年度における栗駒山高濃度火山ガス発生に伴う須川コースの対

応について」に基づき取組を実施。

４ 避難促進施設（避難確保計画の作成）に関する取組 

・ 候補施設の管理者との調整及び避難促進施設の指定（避難確保計画を作成すべ

き避難促進施設の名称等を市町村地域防災計画に規定）

・ 避難促進施設の管理者による避難確保計画の作成（施設利用者等へ周知を図り、

必要な防災対策を実施）

５ 会議の開催 

・ 岩手県の火山活動に関する検討会（令和５年６月頃、12 月頃）

・ 栗駒山火山防災協議会幹事会（令和６年２月頃）

・ 栗駒山火山防災協議会（令和６年３月頃）

５ その他 

・ 栗駒山火山協議会規約及び栗駒山火山避難計画の修正（随時）

・ 年度当初に連絡先及び担当者名簿の更新
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栗駒山火山防災協議会規約改正（案）新旧対照表 

旧 新 

栗駒山火山防災協議会規約 

 （所掌事務） 

第２条 [略] 

(1)、(2)、(3)、(4)、(5)  [略] 

(6) 法第６条第３項の規定による関係市村の地域

防災計画の定めに対する意見に関すること。

(7)、(8)、(9)、(10)、(11) [略]

附 則 

１ この規約は、平成28年３月29日から施行する。 

２ 栗駒山火山防災協議会規約（平成27年３月２日策

定）は、廃止する。 

３ この規約は、平成28年10月31日から施行する。 

４ この規約は、平成29年５月29日から施行する。 

５ この規約は、平成29年10月３日から施行する。 

６ この規約は、平成30年３月８日から施行する。 

７ この規約は、平成31年３月14日から施行する。 

８ この規約は、令和元年８月19日から施行する。 

９ この規約は、令和２年３月31日から施行する。 

10 この規約は、令和３年３月18日から施行する。 

11 この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

区 分 委 員 

[略] [略] 

法第４条第

２項第７号 

齋藤徳美名誉教授（岩手大学）、

土井宣夫客員教授（岩手大学地

域防災研究センター）、浜口博

之名誉教授（東北大学）、三浦哲

教授（東北大学大学院理学研究

科）、林信太郎教授（秋田大学）、

大場司教授（秋田大学）、藤縄明

彦名誉教授（茨城大学）、越谷信

教授（岩手大学）、野上健治教授

（東京工業大学）、岡田真介准

教授（岩手大学） 

[略] [略] 

別表第２（第７条及び第８条関係） 

栗駒山火山防災協議会規約 

 （所掌事務） 

第２条 [略] 

(1)、(2)、(3)、(4)、(5)  [略] 

(6) 法第６条第３項の規定による関係市町村の地

域防災計画の定めに対する意見に関すること。

(7)、(8)、(9)、(10)、(11) [略]

附 則 

１ この規約は、平成28年３月29日から施行する。 

２ 栗駒山火山防災協議会規約（平成27年３月２日策

定）は、廃止する。 

３ この規約は、平成28年10月31日から施行する。 

４ この規約は、平成29年５月29日から施行する。 

５ この規約は、平成29年10月３日から施行する。 

６ この規約は、平成30年３月８日から施行する。 

７ この規約は、平成31年３月14日から施行する。 

８ この規約は、令和元年８月19日から施行する。 

９ この規約は、令和２年３月31日から施行する。 

10 この規約は、令和３年３月18日から施行する。 

11 この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

12 この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

区 分 委 員 

[略] [略] 

法第４条第

２項第７号 

齋藤徳美名誉教授（岩手大学）、

土井宣夫客員教授（岩手大学地

域防災研究センター）、浜口博

之名誉教授（東北大学）、三浦哲

教授（東北大学大学院理学研究

科）、林信太郎特別教授（秋田大

学）、大場司教授（秋田大学）、

藤縄明彦名誉教授（茨城大学）、

越谷信教授（岩手大学）、野上健

治教授（東京工業大学）、岡田真

介准教授（岩手大学） 

[略] [略] 

別表第２（第７条及び第８条関係） 
1
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所 属 幹 事 

[略] [略] 

秋田大学教

授 

林 信太郎 

[略] [略] 

所 属 幹 事 

[略] [略] 

秋田大学特

別教授 

林 信太郎 

[略] [略] 

○ 現状に合わせた修正

2
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栗駒山火山防災協議会規約 

 （設置） 

第１条 岩手県、宮城県及び秋田県（以下「３県」という。）並びに一関市、栗原市、横手市、湯沢市、羽後

町及び東成瀬村（以下「関係市町村」という。）並びに関係機関の連携を確立し、平時から栗駒山の噴火時

の警戒避難体制の整備に関する検討を共同で行うことにより、栗駒山の火山災害に対する防災体制の構築

を推進するため、活動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61号。以下「法」という。）第４条第１項の規

定により、栗駒山火山防災協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 噴火シナリオ及び火山ハザードマップの作成に係る協議に関すること。

(２) 噴火警戒レベルの導入に係る協議に関すること。

(３) 避難計画の策定に係る協議に関すること。

(４) 火山防災マップの作成に係る協議に関すること。

(５) 法第５条第２項の規定による３県の地域防災計画の定めに対する意見に関すること。

(６) 法第６条第３項の規定による関係市町村の地域防災計画の定めに対する意見に関すること。

(７) 火山の活動状況に係る情報共有に関すること。

(８) 観光客及び登山者に係る火山防災対策に関すること。

(９) 防災訓練の推進に関すること。

(10) 防災意識の啓発活動に関すること。

(11) その他栗駒山の火山防災対策の推進に関すること。

 （協議会） 

第３条 協議会の委員は、別表第１に掲げる者により構成する。この場合において、同表法第４条第２項第

７号の項に規定する委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 協議会に会長及び副会長を置く。 

３ 会長は、岩手県知事をもって充てる。 

４ 副会長は、宮城県知事及び秋田県知事をもって充てる。 

５ 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、協議会を代表する。 

６ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。こ

の場合において、その職務を代理する順位は、次のとおりとする。 

  第１順位 宮城県知事 

  第２順位 秋田県知事 

 （協議会の招集等） 

第４条 協議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

SS19010039
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 （協議会の運営） 

第５条 協議会は、委員の半数以上の出席により開催する。 

２ 協議会の協議事項は、出席した委員の過半数の同意をもって決する。 

３ 委員は、出席が困難であると認めるときは、その代理人を出席させることができる。 

４ 会長は、会議を開催せずに協議を求める必要があると認めるときは、書面による協議をもって、協議会

の開催に代えることができる。 

 （専決処分） 

第６条 会長は、次に掲げる場合には、その協議事項について、副会長の合意を得て、専決処分をすること

ができる。 

(１) 協議会を招集するいとまがないとき。

(２) 軽微な事項について協議するとき。

２ 会長は、前項の専決処分をしたときは、速やかに委員に報告しなければならない。 

 （幹事会） 

第７条 第２条の所掌事務の詳細な検討のため、協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会の幹事は、別表第２に掲げる者により構成する。 

３ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。 

４ 幹事長は、岩手県復興防災部防災課総括課長をもって充てる。 

５ 副幹事長は、宮城県復興・危機管理部復興・危機管理総務課長及び秋田県総務部総合防災課長をもって

充てる。 

６ 幹事長は、会務を総理し、会議の議長となり、幹事会を代表する。 

７ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理

する。この場合において、その職務を代理する順位は、次のとおりとする。 

  第１順位 宮城県復興・危機管理部復興・危機管理総務課長 

  第２順位 秋田県総務部総合防災課長 

 （各県部会） 

第８条 協議会の行う所掌事務について、各県ごとに検討するため、協議会に各県部会を置く。 

２ 各県部会の委員は、別表第２に掲げる者及び部会長が別に指名する者により構成する。 

３ 各県部会に部会長及び副部会長を置く。 

４ 部会長は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とし、副部会長は部会長が指名する者とする。 

(１) 岩手県部会 岩手県復興防災部防災課総括課長

(２) 宮城県部会 宮城県復興・危機管理部復興・危機管理総務課長

(３) 秋田県部会 秋田県総務部総合防災課長

５ 部会長は、会務を総理し、会議の議長となり、各県部会を代表する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 
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 （協議事項） 

第９条 協議会は、第２条に掲げる所掌事務及び規約の改正に関する事項について協議を行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、各県部会は、第２条第５号及び第６号に掲げる事項について協議を行うこと

ができる。この場合において、部会長は、当該協議を行った旨を協議会に報告しなければならない。 

 （準用） 

第10条 第４条から第６条までの規定は、幹事会及び各県部会に準用する。この場合において、当該各条中

「会長」とあるのは「幹事長」（各県部会に準用する場合にあっては、「部会長」）に、「委員」とあるのは

「幹事」（各県部会に準用する場合にあっては、「各県部会の委員」）に、「副会長」とあるのは「副幹事長」

（各県部会に準用する場合にあっては、「副部会長」）に読み替えるものとする。 

 （専門部会） 

第11条 会長は、協議会に特別な事項及び所掌事項について専門的に研究する専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に専門部会長を置き、専門部会に属する委員の互選により選任する。 

３ 専門部会長に事故があるときは、専門部会の委員のうちから専門部会長があらかじめ指名する者がその

職務を代理する。 

 （作業部会） 

第12条 幹事会は、その定めるところにより、作業部会を置くことができる。 

２ 作業部会に作業部会長を置き、幹事長の指名する者をもって充てる。 

３ 作業部会長に事故があるときは、作業部会の委員のうちから幹事長があらかじめ指名する者がその職務

を代理する。 

（事務局） 

第13条 協議会及び幹事会の事務局は、岩手県復興防災部防災課に置く。 

２ 各県部会の事務局は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める機関に置く。 

(１) 岩手県部会 岩手県復興防災部防災課

(２) 宮城県部会 宮城県復興・危機管理部復興・危機管理総務課

(３) 秋田県部会 秋田県総務部総合防災課

（補足） 

第14条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

  附 則 

１ この規約は、平成28年３月29日から施行する。 

２ 栗駒山火山防災協議会規約（平成27年３月２日策定）は、廃止する。 

３ この規約は、平成28年10月31日から施行する。 

４ この規約は、平成29年５月29日から施行する。 

５ この規約は、平成29年10月３日から施行する。 
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６ この規約は、平成30年３月８日から施行する。 

７ この規約は、平成31年３月14日から施行する。 

８ この規約は、令和元年８月19日から施行する。 

９ この規約は、令和２年３月31日から施行する。 

10 この規約は、令和３年３月18日から施行する。 

11 この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

12 この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

区 分 委 員 

法第４条第２項第１号 岩手県知事、宮城県知事、秋田県知事、一関市長、栗原市長、横手市長、

湯沢市長、羽後町長、東成瀬村長 

法第４条第２項第２号 仙台管区気象台長、盛岡地方気象台長、秋田地方気象台長 

法第４条第２項第３号 東北地方整備局長 

法第４条第２項第４号 陸上自衛隊東北方面特科連隊長、陸上自衛隊第21普通科連隊長、陸上自衛

隊第22即応機動連隊長 

法第４条第２項第５号 岩手県警察本部長、宮城県警察本部長、秋田県警察本部長 

法第４条第２項第６号 一関市消防本部消防長、栗原市消防本部消防長、横手市消防本部消防長、

湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部消防長 

法第４条第２項第７号 齋藤徳美名誉教授（岩手大学）、土井宣夫客員教授（岩手大学地域防災研究

センター）、浜口博之名誉教授（東北大学）、三浦哲教授（東北大学大学院

理学研究科）、林信太郎特別教授（秋田大学）、大場司教授（秋田大学）、藤

縄明彦名誉教授（茨城大学）、越谷信教授（岩手大学）、野上健治教授（東

京工業大学）、岡田真介准教授（岩手大学） 

法第４条第２項第８号 国土地理院東北地方測量部長、東北森林管理局岩手南部森林管理署長、東

北森林管理局宮城北部森林管理署長、東北森林管理局秋田森林管理署湯沢

支署長、（一社）一関市観光協会会長、（一社）栗原市観光物産協会会長、

（一社）湯沢市観光物産協会会長、（一社）東成瀬村観光物産協会会長、（一

社）増田町観光協会代表理事 

別表第２（第７条及び第８条関係） 

所 属 幹 事 
部会の委員 

岩手県部会 宮城県部会 秋田県部会 

有識者 岩手大学 名誉教授 齋藤 徳美 ○ 

岩手大学地域防災研究センタ

ー 客員教授 

土井 宣夫 ○ 

東北大学 名誉教授 浜口 博之 ○
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東北大学大学院理学研究科 

教授 

三浦 哲 
○ 

秋田大学 特別教授 林 信太郎 ○ 

秋田大学 教授 大場 司 ○ 

茨城大学 名誉教授 藤縄 明彦 ○ 

岩手大学 教授 越谷 信 ○ 

東京工業大学 教授 野上 健治 ○ 

岩手大学 准教授 岡田 真介 ○ 

岩手県 岩手県復興防災部防災課 総括課長 ○ 

岩手県環境生活部自然保護課 総括課長 ○ 

岩手県商工労働観光部観光・プ

ロモーション室

室長 ○ 

岩手県県土整備部砂防災害課 総括課長 ○ 

岩手県県南広域振興局総務部 

一関総務センター 
所長 ○ 

岩手県警察本部警備部警備課 課長 ○ 

一関市消防本部防災課 課長 ○ 

一関市消防本部消防課 課長 ○ 

一関市商工労働部観光物産課 課長 ○ 

宮城県 宮城県復興・危機管理部復興・

危機管理総務課 
課長 

○ 

宮城県環境生活部自然保護課 課長 ○ 

宮城県経済商工観光部観光政

策課 
課長 

○ 

宮城県土木部防災砂防課 課長 ○ 

宮城県北部地方振興事務所栗 

原地域事務所総務部 
部長 ○ 

宮城県警察本部警備部警備課 課長 ○ 

栗原市総務部危機対策課 課長 ○ 

栗原市商工観光部田園観光課 課長 ○ 

栗原市消防本部警防課 課長 ○ 

秋田県 秋田県総務部総合防災課 課長 ○ 

秋田県観光文化スポーツ部観

光振興課 
課長 

○ 

秋田県生活環境部自然保護課 課長 ○ 

秋田県建設部河川砂防課 課長 ○ 

秋田県平鹿地域振興局総務企 

画部 
部長 ○
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秋田県雄勝地域振興局総務企 

画部 
部長 ○ 

秋田県警察本部警備部警備第 

二課 
課長 ○ 

横手市総務企画部危機対策課 課長 ○ 

横手市商工観光部観光おもて

なし課 
課長 ○ 

東成瀬村民生課 課長 ○ 

湯沢市総務部総務課 総合防災室長 ○ 

湯沢市産業振興部観光・ジオパ

ーク推進課 
課長 ○ 

羽後町町民生活課 課長 ○ 

横手市消防本部警防課 課長 ○ 

湯沢雄勝広域市町村圏組合消 

防本部警防課 
課長 ○ 

国関係 
東北地方整備局 

防災対策技術

分析官 
○ ○ ○ 

東北地方整備局河川部 広域水管理官 ○ ○ ○ 

東北地方整備局岩手河川国道 

事務所 
事業対策官 ○ 

東北地方整備局新庄河川事務

所 
副所長 ○ 

東北地方整備局仙台河川国道 

事務所 
副所長（道路） ○ 

東北地方整備局北上川下流河 

川事務所 

工事品質管理

官 
○ 

東北地方整備局湯沢河川国道 

事務所 
副所長 ○ 

仙台管区気象台気象防災部 
火山防災情 

報調整官 
○ ○ ○ 

盛岡地方気象台 防災管理官 ○ 

秋田地方気象台 防災管理官 ○ 

陸上自衛隊東北方面特科連隊 第３科長 ○ 

陸上自衛隊第21普通科連隊 第３科長 ○ 

陸上自衛隊第22即応機動連隊 第３科長 ○ 

国土地理院東北地方測量部 
防災情報管 

理官 
○ ○ ○ 

東北森林管理局岩手南部森林 次長 ○
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管理署 

東北森林管理局宮城北部森林 

管理署 
次長 ○ 

東北森林管理局秋田森林管理 

署湯沢支署 

総括事務管理 

官 
○ 

観光関 

係 

（一社）一関市観光協会 事務局長 ○ 

（一社）栗原市観光物産協会 事務局長 ○ 

（一社）増田町観光協会 代表理事 ○ 

（一社）湯沢市観光物産協会 事務局長 ○ 

（一社）東成瀬村観光物産協会 事務局長 ○
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栗駒山火山避難計画新旧対照表 

頁 旧 新 

3 

23 

第1章 計画の基本的事項 

1、2、3［略］ 

4 火山防災協議会の概要 

表１－２ 火山防災協議会の構成員 

区分 委員 

第 １

号

岩手県知事、宮城県知事、秋田県知

事、一関市長、栗原市長、湯沢市長、

東成瀬村長

［略］ ［略］ 

第 ６

号

一関市消防本部消防長、栗原市消防

本部消防長、湯沢雄勝広域市町村圏

組合消防本部消防長

第 ７

号

齋藤徳美名誉教授（岩手大学）、土井

宣夫客員教授（岩手大学地域防災研

究センター）、浜口博之名誉教授（東

北大学）、三浦哲教授（東北大学大学

院理学研究科）、林信太郎教授（秋田

大学）、大場司教授（秋田大学）、藤

縄明彦名誉教授（茨城大学）、越谷信

教授（岩手大学）、野上健治教授（東

京工業大学）、岡田真介准教授（岩手

大学）

第 ８

号

国土地理院東北地方測量部長、東北

森林管理局岩手南部森林管理署長、

東北森林管理局宮城北部森林管理

署長、東北森林管理局秋田森林管理

署湯沢支署長、（一社）一関市観光協

会会長、（一社）栗原市観光物産協会

会長、（一社）湯沢市観光物産協会会

長、東成瀬村観光物産協会会長、横

手市長、横手市消防本部消防長、（一

社）増田町観光協会代表理事、羽後

町長

5、6、7、8、9［略］ 

10 避難の基本的な方針 

(1)、(2)［略］

(3) 住民及び登山者等に対する避難対応

ア 噴火警戒レベル２（火口周辺規制）時の避難

対応 

(ｱ) 警戒が必要な範囲における立入規制の実施

一関市、栗原市、湯沢市及び東成瀬村は、噴火警

第1章 計画の基本的事項 

1、2、3［略］ 

4 火山防災協議会の概要 

表１－２ 火山防災協議会の構成員 

区分 委員 

第 １

号

岩手県知事、宮城県知事、秋田県知

事、一関市長、栗原市長、横手市長、

湯沢市長、羽後町長、東成瀬村長

［略］ ［略］ 

第 ６

号

一関市消防本部消防長、栗原市消防

本部消防長、横手市消防本部消防

長、湯沢雄勝広域市町村圏組合消防

本部消防長

第 ７

号

齋藤徳美名誉教授（岩手大学）、土井

宣夫客員教授（岩手大学地域防災研

究センター）、浜口博之名誉教授（東

北大学）、三浦哲教授（東北大学大学

院理学研究科）、林信太郎特別教授

（秋田大学）、大場司教授（秋田大

学）、藤縄明彦名誉教授（茨城大学）、

越谷信教授（岩手大学）、野上健治教

授（東京工業大学）、岡田真介准教授

（岩手大学）

第 ８

号

国土地理院東北地方測量部長、東北

森林管理局岩手南部森林管理署長、

東北森林管理局宮城北部森林管理

署長、東北森林管理局秋田森林管理

署湯沢支署長、（一社）一関市観光協

会会長、（一社）栗原市観光物産協会

会長、（一社）湯沢市観光物産協会会

長、東成瀬村観光物産協会会長、（一

社）増田町観光協会代表理事

5、6、7、8、9［略］ 

10 避難の基本的な方針 

(1)、(2)［略］

(3) 住民及び登山者等に対する避難対応

ア 噴火警戒レベル２（火口周辺規制）時の避難

対応 

(ｱ) 警戒が必要な範囲における立入規制の実施

一関市、栗原市、湯沢市及び東成瀬村は、火口周

SS19010039
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協議４-１
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報（火口周辺）が発表された場合、警戒が必要な

範囲において立入規制を実施する。 

(ｲ)、(ｳ)、(ｴ) ［略］

イ 噴火警戒レベル３（入山規制）時の避難対応

(ｱ) 警戒が必要な範囲における立入規制の実施

一関市、栗原市、湯沢市及び東成瀬村は、噴火警

報（入山規制）が発表された場合、警戒が必要な

範囲において立入規制を実施するとともに、登山

道への侵入を禁止する措置を行う（入山禁止措

置）。 

(ｲ)、(ｳ)、(ｴ) ［略］

ウ 噴火警戒レベル４（高齢者等避難）時による

避難対応 

(ｱ) 立入規制

市町村は、噴火警報（高齢者等避難）が発表され

た場合、警戒が必要な範囲において立入規制を実

施する（入山規制を実施している市町村は規制を

継続）。 

(ｲ)、(ｳ)、(ｴ) ［略］

エ 噴火警戒レベル５（避難）時による避難対応

(ｱ) 立入規制

市町村は、噴火警報（避難）が発表された場合、

警戒が必要な範囲において立入規制を実施する。

（入山規制の継続、一部居住地域への立入規制） 

［略］ 

辺警報（噴火警戒レベル２）が発表された場合、

警戒が必要な範囲において立入規制を実施する。 

(ｲ)、(ｳ)、(ｴ) ［略］

イ 噴火警戒レベル３（入山規制）時の避難対応

(ｱ) 警戒が必要な範囲における立入規制の実施

一関市、栗原市、湯沢市及び東成瀬村は、火口周

辺警報（噴火警戒レベル３）が発表された場合、

警戒が必要な範囲において立入規制を実施する

とともに、登山道への侵入を禁止する措置を行う

（入山禁止措置）。 

(ｲ)、(ｳ)、(ｴ) ［略］

ウ 噴火警戒レベル４（高齢者等避難）時による

避難対応 

(ｱ) 立入規制

市町村は、噴火警報（噴火警戒レベル４）が発表

された場合、警戒が必要な範囲において立入規制

を実施する（入山規制を実施している市町村は規

制を継続）。 

(ｲ)、(ｳ)、(ｴ) ［略］

エ 噴火警戒レベル５（避難）時による避難対応

(ｱ) 立入規制

市町村は、噴火警報（噴火警戒レベル５）が発表

された場合、警戒が必要な範囲において立入規制

を実施する。（入山規制の継続、一部居住地域へ

の立入規制） 

［略］ 

修正 

理由 

○ 現状に合わせた修正
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栗駒山火山避難計画新旧対照表 

頁 旧 新 

33 

34 

37 

第２章 事前対策 

1［略］ 

2 防災対策の構築 

(1) 国、県及び市町の防災体

制ア、イ［略］

ウ 国の現地対策本部

国（内閣府）は、火山地域における情報の収

集・取りまとめなど、地方公共団体等との火山

防災応急対策に係る連絡調整を迅速かつ的確

に実施するため、必要に応じて、噴火警戒レベ

ル３に相当する火口周辺警報が発表された場

合は「火山災害現地連絡調整室」を、噴火警戒

レベル４に相当する噴火警報が発表された場

合は「火山災害現地警戒本部」を、噴火警戒レ

ベル５に相当する噴火警報が発表された場合

は「緊急（非常）災害現地対策本部（本部長：

内閣副大臣）」を設置する。

表2-3 噴火警戒レベルに応じた防災体制

警

報 

噴火警戒 

レベル

現地の体制 

（状況に応じ

て設置） 

国の体制 

（状況に応

じて設置） 

噴

火

警

報 

（

特

別

警

報

） 

レベル５

（避難） 

緊急(非常)災

害現地対策本

部 

火山災害対

策合同会議 

緊急(非常)

災害対策本

部 

レベル４

(高齢者等避

難) 

火山災害現地

警戒本部 

火山災害警

戒合同会議 

火山災害警

戒本部 

火

口

周

辺

警

報 

レベル３

（入山規

制） 

火山災害現地

連絡調整室 

関係省庁災

害警戒会議 

3 火山に関する予報・警報・情報 

(1) 火山に関する予報・警報・情報

第２章 事前対策 

1［略］ 

2 防災体制の構築 

(1) 国、県及び市町の防災体

制ア、イ［略］

ウ 国の現地対策本部

国（内閣府）は、火山地域における情報の収

集・取りまとめなど、地方公共団体等との火山

防災応急対策に係る連絡調整を迅速かつ的確

に実施するため、必要に応じて、噴火警戒レベ

ル３に相当する火口周辺警報が発表された場

合は「火山災害現地連絡室」を、噴火警戒レベ

ル４以上に相当する噴火警報が発表された場

合は「緊急災害現地対策本部」、「非常災害現地

対策本部」、「特定災害現地対策本部」又は「政

府現地災害対策室」を設置する。

表2-3 噴火警戒レベルに応じた防災体制

警

報 

噴火警戒 

レベル

現地の体制 

（状況に応じ

て設置） 

国の体制 

（状況に応

じて設置） 

噴

火

警

報 

（

特

別

警

報

） 

レベル５

（避難） 

緊急災害現地

対策本部、非

常災 

害現地対策本

部、特定災害

現地 

対策本部又は

政府現地対策

室 

火山災害対策

合同会議 

又は火山災害

警戒合同会議 

緊急災害対

策本部、非

常災 

害対策本部

又は特定災

害対策本部 

レベル４

(高齢者等避

難) 

火

口

周

辺

警

報 

レベル３

（入山規

制） 

火山災害現地

連絡室 

関係省庁災

害警戒会議 

3 火山に関する予報・警報・情報 

(1) 火山に関する予報・警報・情報
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表2-5 火山に関する予報・警報・情報 

種類 内容 

噴火警報（居住地域）又

は噴火警報 

噴火に伴って発生し

生命に危険を及ぼす火

山現象（大きな噴石、火

砕流、融雪型火山泥流

等、発生から短時間で火

口周辺や居住地域に到

達し、避難までの時間的

猶予がほとんどない火

山現象）の発生やその拡

大が予想される場合に、

「警戒が必要な範囲」

（生命に危険を及ぼす

範囲）を明示して発表。 

「警戒が必要な範囲」に

居住地域が含まれる場

合は「噴火警報（居住地

域）」、含まれない場合は

「噴火警報（火口周辺）」

として発表する。噴火警

報（居住地域）は、警戒

が必要な居住地域を含

む市町村に対する火山

現象特別警報に位置づ

けられる。 

噴火警報（火口周辺）又

は火口周辺警報 

噴火警報（周辺海域） 

噴火予報 予想される火山現象の

状況が静穏である場合

その他火口周辺等にお

いても影響を及ぼすお

それがない場合で、火山

の状態の変化等を周知

する必要があると認め

る場合に発表。 

種類 内容 

火山現象に関する情報

等 

［略］ 

○火山の状況に関する

解説情報

火山性地震や微動の回

数、噴火等の状況や警戒

事項を取りまとめたも

ので定期的又は必要に

応じて臨時に発表。臨時

に発表する際は、火山活

動のリスクの高まりが

伝わるよう、臨時の発表

であることを明示する。 

表2-5 火山に関する予報・警報・情報 

種類 内容 

噴火警報（居住地域）又

は噴火警報 

噴火に伴って発生し

生命に危険を及ぼす火

山現象（大きな噴石、火

砕流、融雪型火山泥流

等、発生から短時間で火

口周辺や居住地域に到

達し、避難までの時間的

猶予がほとんどない火

山現象）の発生が予想さ

れる場合やその危険が

及ぶ範囲の拡大が予想

される場合に火山名、

「警戒が必要な範囲（生

命に危険を及ぼす範

囲）」等を明示して発表。

「警戒が必要な範囲」が

居住地域まで及ぶ場合

は「噴火警報（居住地

域）」、火口周辺に限られ

る場合は「噴火警報（火

口周辺）」として発表す

る。噴火警報（居住地域）

は、警戒が必要な居住地

域を含む市町村に対す

る火山現象特別警報に

位置づけられる。 

噴火警報（火口周辺）又

は火口周辺警報 

噴火警報（周辺海域） 

噴火予報 火山活動の状況が静穏

である場合、あるいは火

山活動の状況が噴火警

報には及ばない程度と

予想される場合に発表。 

種類 内容 

火山現象に関する情報

等 

［略］ 

○火山の状況に関する

解説情報

現時点で、噴火警戒レベ

ルの引き上げ基準に達

していない、または、噴

火警報を発表し「警戒が

必要な範囲」の拡大を行

うような状況ではない

が、今後の活動の推移に

よっては噴火警報を発

表し、噴火警戒レベルの

引上げや、「警戒が必要

な範囲」の拡大を行う可

能性があると判断した

場合等に、火山活動の状

況や防災上警戒・注意す

べき事項を伝えるため、

「火山の状況に関する

解説情報（臨時）」（以降、
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○火山活動解説資料

地図や図表等を用いて

火山活動の状況や警戒

事項を詳細にとりまと

めたもので、毎月又は必

要に応じて臨時に発表。 

○月間火山概況［略］

○噴火に関する火山観

測報

主に航空関係機関向け

の情報で、噴火が発生し

たときに、発生時刻や噴

煙の高さ等の情報を直

ちに発表。 

噴火速報 噴火の発生事実を迅速

に発表する情報。登山者

や周辺の住民に、火山が

噴火したことを端的に

いち早く伝え、身を守る

行動を取ってもらうた

めに発表。 

視界不良により遠望カ

メラでの確認ができな

い場合でも、地震計や空

振計のデータで推定で

きる場合は、「噴火した

もよう」として発表。 

なお、以下のような場合

には発表しない。 

・普段から噴火している

火山において、普段と同

じ規模の噴火が発生し

た場合 

・噴火の規模が小さく、

噴火が発生した事実を

すぐに確認できない場

合 

「臨時の解説情報」とい

う。）を発表する。また、

現時点では、噴火警戒レ

ベルを引き上げる可能

性は低い、または、噴火

警報を発表し「警戒が必

要な範囲」の拡大を行う

可能性は低いが、火山活

動に変化がみられるな

ど、火山活動の状況を伝

える必要があると判断

した場合に、「火山の状

況に関する解説情報」を

適時発表する。 

○火山活動解説資料

写真や図表等を用いて、

火山活動の状況や防災

上警戒・注意すべき事項

等について解説するた

め、臨時及び定期的に発

表する。 

○月間火山概況［略］

○噴火に関する火山観

測報

噴火が発生したことや、

噴火に関する情報（噴火

の発生時刻・噴煙高度・

噴煙の流れる方向・噴火

に伴って観測された火

山現象等）を噴火後直ち

にお知らせするために

発表する。 

噴火速報 登山者や周辺の住民に

対して、火山が噴火した

ことを端的にいち早く

伝え、身を守る行動を取

っていただくために発

表する。噴火速報は以下

のような場合に発表す

る。 

・噴火警報が発表されて

いない常時観測火山に

おいて、噴火が発生した

場合 

・噴火警報が発表されて

いる常時観測火山にお

いて、噴火警戒レベルの

引き上げや警戒が必要

な範囲の拡大を検討す

る規模の噴火が発生し

た場合（※） 

・このほか、社会的な影

響が大きく、噴火の発生

を速やかに伝える必要

があると判断した場合 

※噴火の規模が確認で

きない場合は発表する。 

なお、噴火の発生を確認

するにあたっては、気象
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39 

45 

(2) 関係機関の情報伝達・共有

ア 噴火警報・予報等の情報伝達

仙台管区気象台から発表される噴火警報等の

通報・伝達系統は、以下のとおりである。 

なお、噴火警報等については、有識者等とも情報

共有を図る。 

図2-1 気象台からの噴火警報・予報等の情報

伝達系統図

4 避難のための事前対策 

(1) 噴火警戒レベルと避難指示等の発令基準

市町村は、気象庁から噴火警戒レベルが発表さ

れ、噴火により被害が発生又は切迫している状態

にあり、人の生命又は身体を災害から保護する必

要がある場合の、警戒区域の設定による立入規制

や避難指示等発令のための目安を以下のとおり

定める。噴火警戒レベルに応じた立入規制範囲

は、表１-11に基づくものとする 

［略］ 

庁が監視に活用してい

るデータだけでなく、関

係機関からの通報等も

活用する。 

(2) 関係機関の情報伝達・共有

ア 噴火警報・予報等の情報伝達

仙台管区気象台から発表される噴火警報等の

通報・伝達系統は、以下のとおりである。 

なお、噴火警報等については、有識者等とも情報

共有を図る。 

※ 上記に加え仙台管区気象台から「警察庁」、
「第二管区海上保安部」に情報伝達を行う。

図2-1 気象台からの噴火警報・予報等の情報

伝達系統図

4 避難のための事前対策 

(1) 噴火警戒レベルと避難指示等の発令基準

市町村は、気象庁から噴火警報が発表され、噴火

により被害が発生又は切迫している状態にあり、

人の生命又は身体を災害から保護する必要があ

る場合の、警戒区域の設定による立入規制や避難

指示等発令のための目安を以下のとおり定める。

噴火警戒レベルに応じた立入規制範囲は、表１-

11に基づくものとする 

［略］ 
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51 5 救出救助体制の構築 

表2-11栗駒山周辺の救急告示施設及び災害拠点

病院 

県 市 町

村

病 院

名

所 在

地

連 絡

先

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ 

盛 岡

市

岩 手

医 科

大 学

附 属

病 院
※

盛 岡

市 内

丸

19-1

019-
651-
5111 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ 

仙 台

市

国 立

病 院

機構

仙 台

医 療

セ ン

ター

仙 台

市 宮

城 野

区 宮

城 野

2 丁

目 8-
8 

仙 台

市

［略］ ［略］ ［略］ ［略 ［略］ ［略］ 

※2019年9月に矢巾キャンパス（紫波郡矢巾町）に

移転予定 

5 救出救助体制の構築 

表2-11栗駒山周辺の救急告示施設及び災害拠点

病院 

県 市 町

村

病 院

名

所 在

地

連 絡

先

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ 

矢 巾

町

岩 手

医 科

大 学

附 属

病 院
※

矢 巾

町 医

大 通

二 丁

目 １

番 １

号

019-
613-
7111 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ 

仙 台

市

国 立

病 院

機構

仙 台

医 療

セ ン

ター

仙 台

市 宮

城 野

区 宮

城 野

二 丁

目

11-
12 

仙 台

市

［略］ ［略］ ［略］ ［略 ［略］ ［略］ 

修正 

理由 

○ 現状に合わせた修正
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栗駒山火山避難計画新旧対照表 

頁 旧 新 

58 

78 

第３章 災害応急対策 

1［略］ 

2 噴火警戒レベルが事前に引き上げられた場合

の避難対応 

(1) 異常現象の通報又は臨時の解説情報が発表

された場合 

県、市町村及び関係機関は、異常現象の通報又

は臨時の解説情報が発表された場合、必要な防災

対応について協議を行い、対応にあたる。 

ア 県及び市町村等の体制

県、市町村及び関係機関は、異常現象の通報や

火山の状況に関する解説情報（臨時）が発表され

た場合、情報の収集と共有体制を強化し、必要に

応じて協議会等を開催する。協議の結果、防災対

応が必要と判断した場合、予め定められた防災体

制（情報連絡体制など）をとり、立入規制等の防

災対応を行う。 

［略］ 

3 事前に噴火警戒レベルが引き上げられないま

ま噴火した場合 

(1) 基本的な考え方

レベル１のまま、想定される規模の噴火が発生

した場合は、登山者等の安全を確保することは不

可能であることを踏まえて、気象台は火山活動の

状況を適切に判断し、事前のレベル上げに尽力す

ることが肝要である。突発的噴火に際しては、仙

台管区気象台は規模や火口の位置などを迅速に

掌握するよう努め、県、市町村及び関係機関はレ

ベル２に対応した情報収集・伝達、避難誘導をよ

り速やかに行うとともに２次災害の危険性を十

分に踏まえて登山者等の救助活動にあたるもの

とする。なお、レベル１での突発的噴火に対して

の対応の具体例の一つを資料編に示すが、生じた

事態に応じて臨機応変な対応が求められること

は、留意しておく必要がある。 

レベル４のまま、想定される規模の噴火が発生

した場合は、数十分で山麓の居住地域に到達する

融雪型火山泥流から住民等の安全を確保するこ

とは困難であることを踏まえ、仙台管区気象台は

居住地に重大な被害を及ぼす噴火が切迫してい

るとの判断で、事前のレベル上げに尽力すること

が肝要である。積雪期における突発的噴火で融雪

第３章 災害応急対策 

1［略］ 

2 噴火警戒レベルが事前に引き上げられた場合

の避難対応 

(1) 異常現象の通報又は臨時の解説情報が発表

された場合 

県、市町村及び関係機関は、異常現象の通報又

は臨時の解説情報が発表された場合、必要な防災

対応について協議を行い、対応にあたる。 

ア 県及び市町村等の体制

県、市町村及び関係機関は、異常現象の通報や

臨時の解説情報が発表された場合、情報の収集と

共有体制を強化し、必要に応じて協議会等を開催

する。協議の結果、防災対応が必要と判断した場

合、予め定められた防災体制（情報連絡体制など）

をとり、立入規制等の防災対応を行う。 

［略］ 

3 事前に噴火警戒レベルが引き上げられないま

ま噴火した場合 

(1) 基本的な考え方

レベル１のまま、想定される規模の噴火が発生

した場合は、登山者等の安全を確保することは不

可能であることを踏まえて、仙台管区気象台は火

山活動の状況を適切に判断し、事前のレベル上げ

に尽力することが肝要である。突発的噴火に際し

ては、仙台管区気象台は規模や火口の位置などを

迅速に掌握するよう努め、県、市町村及び関係機

関はレベル２に対応した情報収集・伝達、避難誘

導をより速やかに行うとともに２次災害の危険

性を十分に踏まえて登山者等の救助活動にあた

るものとする。なお、レベル１での突発的噴火に

対しての対応の具体例の一つを資料編に示すが、

生じた事態に応じて臨機応変な対応が求められ

ることは、留意しておく必要がある。 

レベル４のまま、想定される規模の噴火が発生

した場合は、数十分で山麓の居住地域に到達する

融雪型火山泥流から住民等の安全を確保するこ

とは困難であることを踏まえ、仙台管区気象台は

居住地に重大な被害を及ぼす噴火が切迫してい

るとの判断で、事前のレベル上げに尽力すること

が肝要である。積雪期における突発的噴火で融雪
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型火山泥流が発生した場合には、県、市町村及び

関係機関はレベル５に対応した情報収集・伝達、

避難誘導をより速やかに行うこととする。また、

被害が予想される居住地域の住民等には、突発的

事態への対応として、近場の高台への避難、自宅

内での垂直避難など短時間での緊急避難の実施

など十分に周知し、認識を深めておくことが必要

である。 

なお、噴火後に気象台から噴火警戒レベルが発

表された場合には、そのレベルに応じた防災対応

に移行する。 

［略］ 

4 救助活動 

(1)、(2)、(3) ［略］

(4) 救助等におけるヘリコプターの運用

表3-16 ヘリ装備機関名 

機関名 連絡先 

［略］ ［略］ 

宮城県防災航空隊

（宮城県防災ヘリコ

プター管理事務所）

0223-23-5760 

［略］ ［略］ 

［略］ 

型火山泥流が発生した場合には、県、市町村及び

関係機関はレベル５に対応した情報収集・伝達、

避難誘導をより速やかに行うこととする。また、

被害が予想される居住地域の住民等には、突発的

事態への対応として、近場の高台への避難、自宅

内での垂直避難など短時間での緊急避難の実施

など十分に周知し、認識を深めておくことが必要

である。 

なお、噴火後に仙台管区気象台から噴火警戒レ

ベルが発表された場合には、そのレベルに応じた

防災対応に移行する。 

［略］ 

4 救助活動 

(1)、(2)、(3) ［略］

(4) 救助等におけるヘリコプターの運用

表3-16 ヘリ装備機関名 

機関名 連絡先 

［略］ ［略］ 

宮城県防災航空隊

（宮城県防災ヘリコ

プター管理事務所）

0223-24-0741 

［略］ ［略］ 

［略］ 

修正 

理由 

○ 現状に合わせた修正
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栗駒山火山避難計画新旧対照表 

頁 旧 新 

88 

第３章 災害応急対策 

1、2、3［略］ 

4 救助活動 

(1)、(2)、(3) ［略］

(4) 救助等におけるヘリコプターの運用

県、警察及び自衛隊等は緊密に連携して、ヘリ

コプターを活用した救助活動にあたる。

県は、災害対策本部内にヘリコプターを保有す

る関係機関によるヘリ運用調整所を設置し、災害

対策本部との情報共有やヘリコプター運用の円

滑な体制を構築する。特にも、県、警察、自衛

隊等、複数のヘリが同時に活動する際は、航路等

の情報共有、ヘリコプターの運用体制についての

調整、火山の活動状況及び気象条件にも留意が必

要となり、詳細な調整を実施する。 

 なお、県災害対策本部が設置された場合は、救

助部隊の拠点を同本部におくとともに、ヘリポー

トを設置する等、迅速な活動に対応する。

ヘリを装備している機関は、次のとおりであ

る。 

第３章 災害応急対策 

1、2、3［略］ 

4 救助活動 

(1)、(2)、(3) ［略］

(4) 救助等におけるヘリコプターの運用

県、警察及び自衛隊等は緊密に連携して、ヘリ

コプターを活用した救助活動にあたる。

県は、災害対策本部内にヘリコプターを保有す

る関係機関によるヘリ運用調整所を設置し、災害

対策本部との情報共有やヘリコプター運用の円

滑な体制を構築する。特に県、警察、自衛隊等、

複数のヘリが同時に活動する際は、航路等の情報

共有、ヘリコプターの運用体制についての調整、

火山の活動状況及び気象条件にも留意が必要と

なり、詳細な調整を実施する。 

 なお、県災害対策本部が設置された場合は、救

助部隊の拠点を同本部におくとともに、ヘリポー

トを設置する等、迅速な活動に対応する。

ヘリを装備している機関は、次のとおりであ

る。 

修正 

理由 

○ 表記の適正化
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４ 火山防災協議会の概要 

火山防災協議会は、県、市町村及び関係機関の連携を確立し、平時から栗駒山の噴火時の警戒避

難体制の整備に関する検討を共同で行うことにより、栗駒山の火山災害に対する防災体制の構築を

推進することを目的として、平成 28 年３月 29日に設置された。 

火山防災協議会の構成員は次のとおり。 

 

表 １-２ 火山防災協議会の構成員 

区分 委員 

第１号 岩手県知事、宮城県知事、秋田県知事、一関市長、栗原市長、横手市長、

湯沢市長、羽後町長、東成瀬村長 
第２号 仙台管区気象台長、盛岡地方気象台長、秋田地方気象台長 
第３号 東北地方整備局長 
第４号 陸上自衛隊東北方面特科連隊長、陸上自衛隊第 22即応機動連隊長、陸上

自衛隊第 21 普通科連隊長 
第５号 岩手県警察本部長、宮城県警察本部長、秋田県警察本部長 
第６号 一関市消防本部消防長、栗原市消防本部消防長、横手市消防本部消防長、

湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部消防長 
第７号 齋藤徳美名誉教授（岩手大学）、土井宣夫客員教授（岩手大学地域防災研

究センター）、浜口博之名誉教授（東北大学）、三浦哲教授（東北大学大

学院理学研究科）、林信太郎特別教授（秋田大学）、大場司教授（秋田大

学）、藤縄明彦名誉教授（茨城大学）、越谷信教授（岩手大学）、野上健治

教授（東京工業大学）、岡田真介准教授（岩手大学） 
第８号 国土地理院東北地方測量部長、東北森林管理局岩手南部森林管理署長、

東北森林管理局宮城北部森林管理署長、東北森林管理局秋田森林管理署

湯沢支署長、（一社）一関市観光協会会長、（一社）栗原市観光物産協会

会長、（一社）湯沢市観光物産協会会長、東成瀬村観光物産協会会長、横

手市長、横手市消防本部消防長、（一社）増田町観光協会代表理事、羽後

町長 
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(3) 住民及び登山者等に対する避難対応 

市町村は、避難行動対応を的確に実施するため、噴火警戒レベルの段階に応じた基本的な対応

を以下のとおり定める。 

 
ア 噴火警戒レベル２（火口周辺規制）時の避難対応 

(ｱ) 警戒が必要な範囲における立入規制の実施 

一関市、栗原市、湯沢市及び東成瀬村は、火口周辺警報（噴火警戒レベル２）噴火警報（火

口周辺）が発表された場合、警戒が必要な範囲において立入規制を実施する。 

(ｲ) 特定地域への対応 

一関市、栗原市及び東成瀬村は、噴火警戒レベル３に引き上げられた段階で避難が必要と

なる特定地域に「高齢者等避難」を発令する。 

(ｳ) 下山（立入規制区域からの退避） 

県、一関市、栗原市、湯沢市、東成瀬村、警察及び消防等は、避難の呼び掛けを行い、登

山者等の立入規制区域外への避難を促す。 

(ｴ) 立入規制及び避難行動に関する広報 

県、一関市、栗原市、湯沢市及び東成瀬村は、立入規制の実施や登山者等がとるべき避難

行動について、広報活動を行う。 

 
イ 噴火警戒レベル３（入山規制）時の避難対応 

(ｱ) 警戒が必要な範囲における立入規制の実施 

一関市、栗原市、湯沢市及び東成瀬村は、火口周辺警報（噴火警戒レベル３）噴火警報（入

山規制）が発表された場合、警戒が必要な範囲において立入規制を実施するとともに、登山

道への侵入を禁止する措置を行う（入山禁止措置）。 

(ｲ) 特定地域への対応 

一関市、栗原市及び東成瀬村は、特定地域に避難指示を発令する。 

(ｳ) 下山（立入規制区域からの退避） 

県、一関市、栗原市、湯沢市、東成瀬村、警察及び消防等は、避難の呼び掛けを行い、登

山者等の立入規制区域外への避難を促す。 

(ｴ) 立入規制及び避難行動に関する広報 

県、一関市、栗原市、湯沢市及び東成瀬村は、立入規制の実施や登山者等がとるべき避難

行動について、広報活動を行う。 

 

ウ 噴火警戒レベル４（高齢者等避難）時による避難対応 

(ｱ) 立入規制 

市町村は、噴火警報（噴火警戒レベル４高齢者等避難）が発表された場合、警戒が必要な

範囲において立入規制を実施する（入山規制を実施している市町村は規制を継続）。 

(ｲ) 融雪型火山泥流による被害が予想される地域への対応 

一関市、横手市及び東成瀬村は、融雪型火山泥流による被害が予想される居住地域に「高
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齢者等避難」を発令するとともに、指定避難所を開設する。 

(ｳ) 避難行動 

一関市、横手市及び東成瀬村は、避難は徒歩又は自家用車によるものとし、できるだけ自

主防災組織等を中心に、一定の地域、事業所単位ごとに集団で行うよう呼びかける。 

(ｴ) 立入規制及び避難行動に関する広報 

県及び市町村は、立入規制の実施や住民等がとるべき避難行動について、広報活動を行う。 

 

エ 噴火警戒レベル５（避難）時による避難対応 

(ｱ) 立入規制 

市町村は、噴火警報（噴火警戒レベル５避難）が発表された場合、警戒が必要な範囲にお

いて立入規制を実施する。（入山規制の継続、一部居住地域への立入規制） 

(ｲ) 避難（立入規制区域からの退避） 

岩手県、秋田県、一関市、横手市、東成瀬村、警察及び消防等は、立入規制区域内の居住

地域からの住民等の避難を呼び掛け、速やかに立入規制区域外に退避させるとともに、市町

村は指定避難所を開設する。 

(ｳ) 融雪型火山泥流による被害が予想される地域への対応 

一関市、横手市及び東成瀬村は、融雪型火山泥流による被害が予想される居住地域に避難

指示を発令するとともに、指定避難所を開設する。 

(ｴ) 避難行動 

一関市、横手市及び東成瀬村は、避難は原則として徒歩によるものとし、できるだけ自主

防災組織等を中心に、一定の地域、事業所単位ごとに集団で行うよう呼びかける。 

(ｵ) 立入規制及び避難行動に関する広報 

県及び市町村は、立入規制の実施や住民等がとるべき避難行動について、広報活動を行う。 
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(1) 国、県及び市町村の防災体制 

ア 災害対策本部等 

県及び市町村は、火山噴火及び火山災害の発生の恐れがある場合に、栗駒山の活動に関する

情報等の収集、避難受入れに関する調整及び応急対策の連絡調整、相互応援態勢の確立等を推

進するため、それぞれの判断に基づき、災害対策本部等を設置する。 
噴火警戒レベルに応じた防災体制は、次のとおりである。 

表 ２-２ 噴火警戒レベルに応じた防災体制【レベルが段階的に引き上げられた場合】 
噴火警戒レベル 岩手県 一関市 宮城県 栗原市 秋田県 横手市 湯沢市 羽後町 東成瀬村 

１（活火山である 
ことに留意） 

（なし） （なし） （なし） （なし） （なし） （なし） （なし） （なし） （なし） 

２（火口周辺規制） 
情報連絡

体制 

災害警戒 

本部 

警戒配備 

０号 

警戒配備 

（第０号配備） 

災害警戒 

部 

災害連絡 

部 

災害警戒

部 

災害警戒 

部 

災害警戒 

部 

３（入山規制） 
災害特別
警戒本部 

災害警戒
本部 

警戒配備 
０号 

警戒配備 
（第０号配備） 

災害対策 
部 

災害警戒 
部 

災害対策 
部 

災害対策 
部 

災害対策 
部 

４（高齢者等避難） 
災害対策

本部 

災害対策

本部 

災害対策 
本部 

（非常配備３号） 

災害対策 
本部 

（第３号配備） 

災害対策 

本部 

災害対策 

部 

災害対策 

本部 

災害対策 

本部 

災害対策 

本部 

５（避難） 
災害対策
本部 

災害対策
本部 

災害対策 
本部 

（非常配備３号） 

災害対策 
本部 

（第３号配備） 

災害対策 
本部 

災害対策 
本部 

災害対策 
本部 

災害対策 
本部 

災害対策 
本部 

    ※ 県及び市町村の防災体制は、状況に応じて変更する場合がある。 
 

イ 現地災害対策本部 

(ｱ) 県は、被害が甚大又はその恐れがある場合で、本部長が必要と認めるときは、災害地に

現地災害対策本部を設置する。 

(ｲ) 現地災害対策本部は、災害情報の収集や報告及び市町村、関係機関との情報交換、連絡・

調整等を実施する。 

 
ウ 国の現地対策本部 

国（内閣府）は、火山地域における情報の収集・取りまとめなど、地方公共団体等との火山

防災応急対策に係る連絡調整を迅速かつ的確に実施するため、必要に応じて、噴火警戒レベル

３に相当する火口周辺警報が発表された場合は「火山災害現地連絡室」「火山災害現地連絡調整

室」を、噴火警戒レベル４以上に相当する噴火警報が発表された場合は「緊急災害現地対策本

部」、「非常災害現地対策本部」、「特定災害現地対策本部」又は「政府現地災害対策室」「火山災

害現地警戒本部」を、噴火警戒レベル５に相当する噴火警報が発表された場合は「緊急（非常）

災害現地対策本部（本部長：内閣副大臣）」を設置する。 
また、必要に応じて、噴火警戒レベル４以上に相当する噴火警報が発表された場合、噴火等

に関する各種情報その他火山活動に関する情報を交換し、それぞれが実施する応急対策につい

て相互に協力するため、国、関係地方公共団体、火山専門家等の関係者で構成される「火山災
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害警戒合同会議」又は「火山災害対策合同会議」を開催する。 
火山防災協議会の構成機関は、上記の合同会議が開催された場合、その会議に参加し、国と

火山の活動状況や被害情報等について、情報共有を行うとともに、防災対応について協議を行

う。 

表 ２-３ 噴火警戒レベルに応じた防災体制 
（囲み無し：国が開催、 囲み有り：国、関係自治体、火山専門家等が合同で開催） 

警報 
噴火警戒 

レベル 

現地の体制 

（状況に応じて設置） 

国の体制 

（状況に応じて設置） 

噴火警報 

（特別警報） 

レベル５ 

（避難） 

緊急災害現地対策本部、非常災 

害現地対策本部、特定災害現地 

対策本部又は政府現地対策室 

緊急(非常)災害現地対策本部 

火山災害現地警戒本部 

火山災害対策合同会議 

又は火山災害警戒合同会議 

緊急災害対策本部、非常災 

害対策本部又は特定災害

対策本部 

緊急(非常)災害対策本部 

火山災害警戒本部 

レベル４ 

（高齢者等避

難） 

火口周辺警報 
レベル３ 

（入山規制） 

火山災害現地連絡室 

火山災害現地連絡調整室 
関係省庁災害警戒会議 

 
エ 合同会議の開催場所 

合同会議の開催場所について、以下の条件を踏まえ、選定しておく。 
 
・噴火現象の影響範囲外 
・施設までのアクセスの良さ 
・情報通信設備が充実している 
・山の眺望が可能なところ 
 
開催場所の候補地は以下のとおり。 
 

表 ２-４ 合同会議の候補地 

県 施設名 所在地 
優先 

順位 

岩手県 
岩手県 一関地区合同庁舎 一関市竹山町７−５ 

１ 
一関市役所 一関市竹山町７−２ 

宮城県 
宮城県 栗原合同庁舎 栗原市築館藤木５−１ 

２ 
栗原市役所 栗原市築館薬師１−７−１ 

秋田県 秋田県 雄勝地域振興局 湯沢市千石町２丁目１−１０ ３ 
※実際の火山活動状況等に応じて、開催場所を選定する。 

  



 

37 
 

３ 火山に関する予報・警報・情報 

(1) 火山に関する予報・警報・情報 

仙台管区気象台は、火山について異常を認めた場合、又は他の機関から火山に関する情報を受

けて異常と認めた場合は、火山に関する予報・警報・情報を発表する。 

表 ２-５ 火山に関する予報・警報・情報 
種類 内容 

噴火警報（居住地域）

又は噴火警報 

噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、融雪

型火山泥流等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間

的猶予がほとんどない火山現象）の発生が予想される場合やその危険が及ぶ範囲

の拡大が予想される場合に火山名、「警戒が必要な範囲」（生命に危険を及ぼす範

囲）」等を明示して発表。「警戒が必要な範囲」がに居住地域まで及ぶが含まれる

場合は「噴火警報（居住地域）」、火口周辺に限られる含まれない場合は「噴火警

報（火口周辺）」として発表する。噴火警報（居住地域）は、警戒が必要な居住

地域を含む市町村に対する火山現象特別警報に位置づけられる。 

噴火警報（火口周辺）

又は火口周辺警報 

噴火予報 

予想される火山活動現象の状況が静穏である場合、あるいは火山活動の状況が

噴火警報には及ばない程度と予想されるその他火口周辺等においても影響を及

ぼすおそれがない場合で、火山の状態の変化等を周知する必要があると認める場

合に発表。 

降灰予報（定時） 

・噴火警報発表中の火山で、噴火により人々の生活等に影響を及ぼす降灰が予想

される場合に、定期的（３時間ごと）に発表。 

・18 時間先（３時間区切り）までに噴火した場合に予想される、降灰範囲や小さ

な噴石の落下範囲を提供。 

降灰予報（速報） 

・噴火が発生した火山(※)に対して、事前計算した降灰予報結果の中から最適なも

のを抽出して、噴火発生後５～10分程度で発表。 

・噴火発生から１時間以内に予想される、降灰量分布や小さな噴石の落下範囲を

提供。※降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要とな

る「やや多量」以上の降灰が予測された場合に発表。※降灰予報（定時）が未

発表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに伝えるため、予測された降灰が

「少量」のみであっても必要に応じて発表。 

降灰予報（詳細） 

・噴火が発生した火山（※）に対して、降灰予測計算（数値シミュレーション計算）

を行い、噴火発生後 20～30分程度で発表。 

・噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予想される降灰量分布や、降灰開

始時刻を提供。 

※降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる「やや

多量」以上の降灰が予測された場合に発表。※降灰予報（定時）が未発表の火

山では、噴火に伴う降灰域を速やかに伝えるため、予測された降灰が「少量」

のみであっても必要に応じて発表。※降灰予報（速報）を発表した場合には、

予想降灰量によらず、降灰予報（詳細）も発表。 

火山ガス予報 
居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火山ガス

の濃度が高まる可能性のある地域を発表。 
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種類 内容 

火山現象に 

関する情報等 

○火山の状況に関する解説情報

現時点で、噴火警戒レベルの引き上げ基準に達していない、または、噴火警報

を発表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行うような状況ではないが、今後の活動

の推移によっては噴火警報を発表し、噴火警戒レベルの引上げや、「警戒が必要

な範囲」の拡大を行う可能性があると判断した場合等に、火山活動の状況や防災

上警戒・注意すべき事項を伝えるため、「火山の状況に関する解説情報（臨時）」

（以降、「臨時の解説情報」という。）を発表する。また、現時点では、噴火警戒

レベルを引き上げる可能性は低い、または、噴火警報を発表し「警戒が必要な範

囲」の拡大を行う可能性は低いが、火山活動に変化がみられるなど、火山活動の

状況を伝える必要があると判断した場合に、「火山の状況に関する解説情報」を

適時発表する。火山性地震や微動の回数、噴火等の状況や警戒事項を取りまとめ

たもので定期的又は必要に応じて臨時に発表。臨時に発表する際は、火山活動の

リスクの高まりが伝わるよう、臨時の発表であることを明示する。

〇火山活動解説資料 

写真や図表等を用いて、火山活動の状況や防災上警戒・注意すべき事項等につ

いて解説するため、臨時及び定期的に発表する。 

○月間火山概況

前月一ヶ月間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめたもので、毎月上旬に

発表。 

○噴火に関する火山観測報

噴火が発生したことや、噴火に関する情報（噴火の発生時刻・噴煙高度・噴煙

の流れる方向・噴火に伴って観測された火山現象等）を噴火後直ちにお知らせす

るために発表する。主に航空関係機関向けの情報で、噴火が発生したときに、発

生時刻や噴煙の高さ等の情報を直ちに発表。 

噴火速報 

登山者や周辺の住民に対して、火山が噴火したことを端的にいち早く伝え、身

を守る行動を取っていただくために発表する。噴火速報は以下のような場合に発

表する。 

・噴火警報が発表されていない常時観測火山において、噴火が発生した場合

・噴火警報が発表されている常時観測火山において、噴火警戒レベルの引き上

げや警戒が必要な範囲の拡大を検討する規模の噴火が発生した場合（※） 

・このほか、社会的な影響が大きく、噴火の発生を速やかに伝える必要がある

と判断した場合 

※噴火の規模が確認できない場合は発表する。

なお、噴火の発生を確認するにあたっては、気象庁が監視に活用しているデー

タだけでなく、関係機関からの通報等も活用する。

噴火の発生事実を迅速に発表する情報。登山者や周辺の住民に、火山が噴火した

ことを端的にいち早く伝え、身を守る行動を取ってもらうために発表。 

視界不良により遠望カメラでの確認ができない場合でも、地震計や空振計のデー

タで推定できる場合は、「噴火したもよう」として発表。なお、以下のような場

合には発表しない。 

・普段から噴火している火山において、普段と同じ規模の噴火が発生した場合

・噴火の規模が小さく、噴火が発生した事実をすぐに確認できない場合
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(2) 関係機関の情報伝達・共有 

ア 噴火警報・予報等の情報伝達 

仙台管区気象台から発表される噴火警報等の通報・伝達系統は、以下のとおりである。 
なお、噴火警報等については、有識者等とも情報共有を図る。 

 

図 ２-１ 気象台からの噴火警報・予報等の情報伝達系統図   

 

復興・危機管理総務課 

※ 上記に加え仙台管区気象台から「警察庁」、「第二管区海

上保安部」に情報伝達を行う。 
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４ 避難のための事前対策 

(1) 噴火警戒レベルと避難指示等の発令基準 

市町村は、気象庁から噴火警報噴火警戒レベルが発表され、噴火により被害が発生又は切迫し

ている状態にあり、人の生命又は身体を災害から保護する必要がある場合の、警戒区域の設定に

よる立入規制や避難指示等発令のための目安を以下のとおり定める。噴火警戒レベルに応じた立

入規制範囲は、表 １-１１に基づくものとする。 

なお、市町村長は、警戒区域（立入規制区域）の設定や避難指示等の発令等を行うにあたって、

必要に応じて、県に助言を求める。 

県は、必要に応じて協議会等を開催し、協議会等から火山活動の状況等に関する助言を受け、

市町村長に対して設定や発令等について助言する。 

 
ア 立入規制（災対法第 63条）の基準 

市町村長は、噴火警戒レベルに合わせて警戒区域（立入規制区域）を設定し、住民及び登山

者等を区域内から退去するよう命じることができる。 
 

イ 高齢者等避難の発令の基準 

市町村長は、噴火警戒レベル４（高齢者等避難）が発表されるなど、居住地域に被害を及ぼ

す噴火が発生することが予想される（可能性が高まっている）場合、「高齢者等避難」を、規制

区域内にある避難対象地域に発令する。 
また、多くの住民等が避難を希望する場合等に、住民の安全確保のため必要と判断した地域

にも発令する。 
 

ウ 避難指示等発令（災対法第 60条）の基準 

市町村長は、噴火警戒レベル５（避難）が発表されるなど、居住地域に重大な被害を及ぼす

噴火が発生又は切迫している状態にあり、人の生命又は身体を災害から保護する必要がある場

合、「避難指示」を、規制区域内にある避難対象地域に発令する。 
また、多くの住民等が自主的に避難した場合等に、住民の安全確保のため必要と判断した地

域にも発令する。 
 

(2) 避難時の構成機関の役割 

県、市町村及び構成機関の、避難時における役割は次のとおりであり、それぞれ必要な体制、

資機材等を整備する。 
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表 ２-１１ 栗駒山周辺の救急告示施設及び災害拠点病院 

県 市町村 病院名 所在地 連絡先 
救

急 

地

域 

基

幹 

岩 
手 
県 

盛岡市 盛岡赤十字病院 盛岡市三本柳6地割1-1 019-637-3111   ○ 

矢巾町 
盛岡市 岩手医科大学附属病院※ 

矢巾町医大通二丁目１

番１号 
盛岡市内丸 19-1 

019-613-7111 
019-651-5111   ○ 

一関市 

県立磐井病院 一関市狐禅寺字大平 17 0191-23-3452  ○  

一関病院 一関市大手町 3-36 0191-23-2050 ○   

岩手県立千厩病院 一関市千厩町千厩字草

井沢 32-1 0191-53-2101 ○   

一関市国保藤沢病院 一関市藤沢町藤沢字町

裏 52-2 0191-63-5211 ○   

宮 
城 
県 

仙台市 国立病院機構 
仙台医療センター 

仙台市宮城野区宮城野

二丁目 11-12 
仙台市宮城野区宮城野

2 丁目 8-8 

022-293-1111   ○ 

栗原市 

栗原市立栗原中央病院 栗原市築館宮野中央三

丁目 1-1 0228-21-5330  ○  

栗原市立栗駒病院 栗原市栗駒岩ケ崎松木

田 10-1 0228-45-2211 ○   

栗原市立若柳病院 栗原市若柳字川北原畑

23-4 0228-32-2335 ○   

秋 
田 
県 

秋田市 秋田大学医学部附属病院 秋田市広面字蓮沼 44-2 018-834-1111   ○ 

横手市 

平鹿総合病院 横手市前郷字八ツロ

3-1 0182-32-5121  ○  

市立横手病院 横手市根岸町 5-31 0182-32-5001 ○   

市立大森病院 横手市大森町字菅生田

245-205 0182-26-2141 ○   

湯沢市 雄勝中央病院 湯沢市山田字勇ヶ岡 25 0183-73-5000  ○  

羽後町 町立羽後病院 雄勝郡羽後町西馬音内

字大戸道 44-5 0183-62-1111 ○   

※2019 年 9 月に矢巾キャンパス（紫波郡矢巾町）に移転予定 

救急：救急告示病院、地域：地域災害拠点病院、基幹：基幹災害拠点病院 

なお、医療機関及びヘリ離発着場所の詳細は、別添【資料編】Ｐ．56～64に掲載。  
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２ 噴火警戒レベルが事前に引き上げられた場合の避難対応 

県、市町村及び関係機関は、噴火警戒レベルが順に引き上げられた場合、そのレベルに応じて、

立入規制や避難誘導等を行う。 

 

(1) 異常現象の通報又は臨時の解説情報が発表された場合 

県、市町村及び関係機関は、異常現象の通報又は臨時の解説情報が発表された場合、必要な防

災対応について協議を行い、対応にあたる。 

 

ア 県及び市町村等の体制 

県、市町村及び関係機関は、異常現象の通報や臨時の解説情報火山の状況に関する解説情報

（臨時）が発表された場合、情報の収集と共有体制を強化し、必要に応じて協議会等を開催す

る。協議の結果、防災対応が必要と判断した場合、予め定められた防災体制（情報連絡体制な

ど）をとり、立入規制等の防災対応を行う。 
なお、立入規制を実施する場合は、噴火警戒レベル２（表 ３-４）の対応を参照する。 
また、県、市町村及び関係機関は、噴火警戒レベル２に引き上げられた場合や噴火した場合

に備え、立入規制や登山者等の避難誘導、救助活動などの防災対応の準備を行う。 

県及び市町村は、必要に応じて、連携して火山の状況等についての住民説明会等を開催する。 

 

イ 情報収集・伝達 

県、市町村及び関係機関は、住民及び登山者等への情報伝達体制を強化し、異常現象の通報

又は臨時の解説情報が発表されたことを周知徹底する。 
また、協議会での協議結果等により、防災対応が必要と判断された場合には、噴火警戒レベ

ル２（表 ３-３）の対応を参照する。 
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３ 事前に噴火警戒レベルが引き上げられないまま噴火した場合 

 

(1) 基本的な考え方 

レベル１のまま、想定される規模の噴火が発生した場合は、登山者等の安全を確保することは

不可能であることを踏まえて、仙台管区気象台は火山活動の状況を適切に判断し、事前のレベル

上げに尽力することが肝要である。突発的噴火に際しては、仙台管区気象台は規模や火口の位置

などを迅速に掌握するよう努め、県、市町村及び関係機関はレベル２に対応した情報収集・伝達、

避難誘導をより速やかに行うとともに２次災害の危険性を十分に踏まえて登山者等の救助活動に

あたるものとする。なお、レベル１での突発的噴火に対しての対応の具体例の一つを資料編に示

すが、生じた事態に応じて臨機応変な対応が求められることは、留意しておく必要がある。 

レベル４のまま、想定される規模の噴火が発生した場合は、数十分で山麓の居住地域に到達す

る融雪型火山泥流から住民等の安全を確保することは困難であることを踏まえ、仙台管区気象台

は居住地に重大な被害を及ぼす噴火が切迫しているとの判断で、事前のレベル上げに尽力するこ

とが肝要である。積雪期における突発的噴火で融雪型火山泥流が発生した場合には、県、市町村

及び関係機関はレベル５に対応した情報収集・伝達、避難誘導をより速やかに行うこととする。

また、被害が予想される居住地域の住民等には、突発的事態への対応として、近場の高台への避

難、自宅内での垂直避難など短時間での緊急避難の実施など十分に周知し、認識を深めておくこ

とが必要である。 

なお、噴火後に仙台管区気象台から噴火警戒レベルが発表された場合には、そのレベルに応じ

た防災対応に移行する。 

 

(2) 非積雪期の対応 

県、市町村及び関係機関は、非積雪期（５月から 11月を基本とするが、積雪状況により変更す

る場合がある）に突発的な噴火が発生した場合、火口周辺では大きな噴石等による登山者等への

影響が想定されることから、速やかに立入規制を実施し、火口周辺の登山者等を安全に規制範囲

外へ避難誘導するなど、必要な対策を実施する。 

 

ア 県及び市町村の体制 

県及び市町村は、噴火の規模や噴火現象の影響範囲に関わらず、非常体制（災害対策本部の

設置など）をとる。噴火の発生位置や噴火の規模などがある程度判明した際は、状況に応じた

防災体制に移行する。 
 

イ 情報収集・伝達 

県及び市町村は、「火山が噴火した」「緊急退避の実施」などの情報を、速やかに住民及び登

山者等に周知する。その後、必要に応じて、噴火現象の影響が想定される範囲や規制範囲、避

難指示の発令などを伝達する。また、噴火の規模や火山活動の状況、火口周辺の状況、火山現

象及びその影響範囲、住民及び登山者等の避難状況、地域の被害状況などの情報を収集し、関

係機関と情報共有を図る。 
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(3) 住民等の救助活動 

ア 要救助者情報の把握 

県、市町村及び関係機関は、避難対象者のリストと避難所等で作成された避難者名簿等を照

合することにより、要救助者の情報集約・整理を行い、情報共有を図る。 
イ 捜索・救助活動 

県、警察、消防及び自衛隊は、共有された要救助者情報をもとに、二次被害を防止するため

に、救出ルートなどを定め、安全管理体制を確保し、捜索及び救助活動を行う。 
 

(4) 救助等におけるヘリコプターの運用 

県、警察及び自衛隊等は緊密に連携して、ヘリコプターを活用した救助活動にあたる。 

県は、災害対策本部内にヘリコプターを保有する関係機関によるヘリ運用調整所を設置し、災

害対策本部との情報共有やヘリコプター運用の円滑な体制を構築する。特に県、警察、自衛隊等、

複数のヘリが同時に活動する際は、航路等の情報共有、ヘリコプターの運用体制についての調整、

火山の活動状況及び気象条件にも留意が必要となり、詳細な調整を実施する。 

なお、県災害対策本部が設置された場合は、救助部隊の拠点を同本部におくとともに、ヘリポ

ートを設置する等、迅速な活動に対応する。 

ヘリを装備している機関は、次のとおりである。 

 

表 ３-１６ ヘリ装備機関名 
機関名 連絡先 

岩手県防災航空センター 0198-26-5251 
岩手県警察本部 019-653-0110 
陸上自衛隊東北方面特科連隊第３科（岩手） 
（時間外は司令部当直） 

019-688-4311 

宮城県防災航空隊 
（宮城県防災ヘリコプター管理事務所） 

0223-24-0741 
0223-23-5760 

宮城県警察本部 022-221-7171 
陸上自衛隊第２２即応機動連隊（多賀城） 022-365-2121 
秋田県消防防災航空隊 018-886-8103 
秋田県警察本部 018-863-1111 
陸上自衛隊第２１普通科連隊（秋田） 018-845-0125 
国土交通省東北地方整備局 022-225-2171 
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降灰後の降雨による土石流の避難計画【栗原市：

耕英地区】 

 

山脈ハウス 

（栗原市栗駒高原創造センター） 

 

 

登山者等の避難経路と一時受入れ施設【宮城県

側】 

 

山脈ハウス 

（栗原市栗駒高原創造センター） 

 

降灰後の降雨による土石流の避難計画【栗原市：

耕英地区】 

 

山脈ハウス 

（栗原市高原創造センター） 

 

 

登山者等の避難経路と一時受入れ施設【宮城県

側】 

 

山脈ハウス 

（栗原市高原創造センター） 

1
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３ 情報伝達系統図 

（一関市）住民・登山者等への情報伝達フロー 

 

岩手県総合防災室 

 

 

 

３ 情報伝達系統図 

（一関市）住民・登山者等への情報伝達フロー 

 

岩手県防災課 

 

修正 

理由 

○ 現状に合わせた修正 
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（栗原市）住民・登山者等への情報伝達フロー 

 

宮城県危機対策課 

 

 

（横手市）住民等への情報伝達フロー 

 

① 増田分署 等 

② 横手市危機管理課 

 

 

【宮城県（栗原市）ヘリ離発着所】 

 

 

 

 

（栗原市）住民・登山者等への情報伝達フロー 

 

宮城県復興・危機管理総務課 

 

 

（横手市）住民等への情報伝達フロー 

 

① 南分署 等 

② 横手市危機対策課 

 

 

【宮城県（栗原市）ヘリ離発着所】 

 

若柳総合文化センター 削除 

 

修正 

理由 

○ 現状に合わせた修正 

 

① ① 

② ② 
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ヘリ離発着所と医療機関位置図（栗原市） 

 

 

 

 

栗駒山周辺の救急告示病院及び災害拠点病院 
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村 
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病 院
※ 
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市 内

丸

19-1 

019-
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国 立
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機構 
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市 宮
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2 丁

目 8-
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仙 台

市 

 

 

［略］ ［略］ ［略］ ［略 ［略］ ［略］ 

※2019年9月に矢巾キャンパス（紫波郡矢巾町）に

移転予定 

 

ヘリ離発着所と医療機関位置図（栗原市） 

 

若柳総合文化センター 削除 

 

 

栗駒山周辺の救急告示病院及び災害拠点病院 

県 市 町

村 
病 院

名 
所 在

地 
連 絡

先 
［略］ 

 

［略］ ［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

 

［略］ 

矢 巾

町 

岩 手

医 科

大 学

附 属

病 院
※ 

矢 巾

町 医

大 通

二 丁

目 １

番 １

号 

019-
613-
7111 

 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ 

仙 台

市 

国 立

病 院

機構 
仙 台

医 療

セ ン

ター 

仙 台

市 宮

城 野

区 宮

城 野

二 丁

目

11-
12 

仙 台

市 

 

［略］ ［略］ ［略］ ［略 ［略］ ［略］ 
 

修正 

理由 

○ 現状に合わせた修正 
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栗駒山火山避難計画（資料編）新旧対照表 

頁 旧 新 
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栗駒山突発的噴火時の初動対応要領（叩き台）【岩

手県】 

 

①、② 総合防災室 

 

 

栗駒山突発的噴火時の初動対応要領（叩き台）【宮

城県】 

 

宮城県危機対策課 

 

栗駒山突発的噴火時の初動対応要領（叩き台）【岩

手県】 

 

① 防災課 

② 消防安全課 

 

栗駒山突発的噴火時の初動対応要領（叩き台）【宮

城県】 

 

宮城県復興・危機管理総務課 

修正 

理由 

○ 現状に合わせた修正 

① 

② 

① 

① 

② 

① 

① 

① 
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栗駒山火山避難計画（資料編）新旧対照表 

頁 旧 新 
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栗駒山突発的噴火時の初動対応要領（叩き台）【宮

城県】 

 

① 宮城県危機対策課 

② ・県庁連絡班県庁到着、現況把握、連絡、調

整を開始 

 

栗駒山突発的噴火時の初動対応要領（叩き台）【宮

城県】 

 

① 宮城県復興・危機管理総務課 

② ・県庁連絡班県庁に向け駐屯地出発 

 到着後、現況把握、連絡、調整を開始 

 

修正 

理由 

○ 現状に合わせた修正 

 

① 

① ① 

① 

① 

① 

① ① 

① 

① 

② 

② 
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栗駒山火山避難計画 
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  栗駒山火山防災協議会 
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33 
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３ 情報伝達系統図 
 

（一関市）住民・登山者等への情報伝達フロー 

 

 

 
 

  

防災課 
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（栗原市）住民・登山者等への情報伝達フロー 

 

 

 
 

  

復興・危機管理総務課 



 

39 
 

 

（横手市）住民等への情報伝達フロー 

 

 

 
 

  

危機対策課 

南 



 

58 
 

【宮城県（栗原市）ヘリ離発着所】 

 

 

  

離着陸地点 位置 所在地 面積
周囲の
状況

夜間照明
の有無

備考

築館総合運動公園 陸上競技場 築館字荒田沢41-241 160m×100m 丘陵地 無 (22-4840)

築館高校 グラウンド 築館字下宮野町浦22 180m×130m 住宅地区 無 (22-3126)

若柳総合体育館 若柳野球場 若柳字川南道伝前125-2 120m×120m 住宅地区 無 (32-3313)

若柳総合文化センター グラウンド 若柳字川北古川83 90m×50m 文教地区 無 (32-6000)

救急用ヘリコプター離着
陸場

専用 栗駒鳥沢山王下54-38 20m×20m 丘陵地 無 (45-2111)

サンスポーツランド栗駒 陸上競技場 栗駒岩ケ崎裏山221 150m×100m 丘陵地 無 (45-5885)

くりこま荘 駐車場 栗駒沼倉耕英東95-2 80m×40m 丘陵地 無 (46-2036)

いわかがみ平 駐車場
栗駒沼倉いわかがみ平地
内

75m×60m 丘陵地 無
(022)211-

2354

ハイルザーム栗駒 駐車場 栗駒沼倉耕英東50-1 180m×45m 丘陵地 無 (43-4100)

市営深山牧場 草地
栗駒文字深山岳国有林25
林班内

85m×180m 丘陵地 無 (47-2025)

高清水球場 野球場 高清水忽滑沢29-1 130m×110m 丘陵地 無 (58-3636)

一迫公園 運動場
一迫柳目字曽根龍雲寺下
地内

200m×90m 農地 無 (52-2111)

瀬峰総合運動場 運動場 瀬峰大境山24-16 190m×110m 丘陵地 無 (38-3935)

瀬峰飛行場 飛行場 瀬峰小深沢232-1 150m×100m 丘陵地 無 (38-4011)

金成健康広場 グラウンド 金成大平13-37 200m×150m 丘陵地 無 (42-2948)

花山青少年旅行村グラウ
ンド

グラウンド 花山字本沢要害地内 110m×110m 丘陵地 無 (56-2111)

削除 



 

59 
 

 

 
ヘリ離発着所と医療機関位置図（栗原市） 

 

  

栗駒山 

・緊急輸送道路は国土数値情報に基づく 
・地理院地図を使用 

栗原市 
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栗駒山周辺の救急告示病院及び災害拠点病院 

県 市町村 病院名 所在地 連絡先 
救

急 

地

域 

基

幹 

岩

手

県

盛岡市 盛岡赤十字病院 盛岡市三本柳6地割1-1 019-637-3111 ○

盛岡市
矢巾町

岩手医科大学附属病院※

矢巾町医大通二丁目１

－１

盛岡市内丸 19-1 

019-613-7111
019-651-5111 ○

一関市

県立磐井病院 一関市狐禅寺字大平 17 0191-23-3452 ○

一関病院 一関市大手町 3-36 0191-23-2050 ○

岩手県立千厩病院
一関市千厩町千厩字草

井沢 32-1 0191-53-2101 ○

一関市国保藤沢病院
一関市藤沢町藤沢字町

裏 52-2 0191-63-5211 ○

宮

城

県

仙台市
国立病院機構

仙台医療センター

仙台市宮城野区宮城野

二丁目 11-22

仙台市宮城野区宮城野

2 丁目 8-8 

022-293-1111 ○

栗原市

栗原市立栗原中央病院
栗原市築館宮野中央三

丁目 1-1 0228-21-5330 ○

栗原市立栗駒病院
栗原市栗駒岩ケ崎松木

田 10-1 0228-45-2211 ○

栗原市立若柳病院
栗原市若柳字川北原畑

23-4 0228-32-2335 ○

秋

田

県

秋田市 秋田大学医学部附属病院 秋田市広面字蓮沼 44-2 018-834-1111 ○

横手市

平鹿総合病院
横手市前郷字八ツロ

3-1 0182-32-5121 ○

市立横手病院 横手市根岸町 5-31 0182-32-5001 ○

市立大森病院
横手市大森町字菅生田

245-205 0182-26-2141 ○

湯沢市 雄勝中央病院 湯沢市山田字勇ヶ岡 25 0183-73-5000 ○

羽後町 町立羽後病院
雄勝郡羽後町西馬音内

字大戸道 44-5 0183-62-1111 ○

※ 2019 年 9 月に矢巾キャンパス（紫波郡矢巾町）に移転予定

救急：救急告示病院、地域：地域災害拠点病院、基幹：基幹災害拠点病院 

SS19010039
取り消し線
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栗駒山突発的噴火時の初動対応要領（叩き台）　  【岩手県】

時刻 10:45 11:00 11:05 11:10
噴火警戒

レベル 1 1 1 3 3 3

火
山
活
動
・

登
山
者
等

の
状
況

昭和湖で噴火が発生
登山者が噴火発生の情報
を警察に通報

気
象
台

（
カ
メ
ラ
確
認
可

）

栗駒山の昭和湖
周辺で火山性微
動を観測。

監視カメラで噴火を確認
・灰色の噴煙が上がっている
・大きな噴石が1km程度飛散
している模様

噴火速報を発表
・火山活動の状況を関係
機関へ解説
（手段）電話・メール・協議
会Web（HP）

噴火に関する火山観測報を発表 ・ヘリによる上空からの観測（県、陸上自
衛隊、東北地方整備局への協力依頼・調
整）
・第二管区海上保安本部、県警（上空から
の状況）への情報提供依頼

・県災害対策本部への解説員の派遣
・栗原市災害対策本部及び県の現地災害
対策本部へのJETT派遣の検討
・機動観測班派遣の検討
・火山活動の状況を関係機関へ解説
（手段）電話・メール・協議会Web（HP）

気
象
台

（
カ
メ
ラ
確
認
不
可

）

栗駒山の昭和湖
周辺で火山性微
動を観測。

・地震計と空振計で、噴火と
思われる大きな振幅を観測
・傾斜計で山体膨張を示す顕
著な地殻変動を観測
・稜線部は雲に覆われ、監視
カメラでは火口周辺の状況は
不明

火山活動の状況を関係
機関へ解説
（手段）電話・メール・協議
会Web（HP）

・火山活動、火口周辺の状況に関する情
報収集

火山活動の状況を関係機関へ解説
（手段）電話・メール・協議会Web（HP）

「噴火したもよう」として、噴火速報を発
表

岩
手
県

・協議会関係者への連絡
・防災体制の構築
(職員の参集)
(システムの立上げ)
(情報収集)
・非常体制の構築
災害特別警戒本部の設置
・関係機関への情報提供
（岩手県防災航空隊・岩手県ドクターヘリ
も含む）

・住民及び登山者等に周知
（手段1）モバイルメール、Ｊアラート
（実施部署1）総合防災室
(手段2)防災ヘリ【要飛行条件の確認】
(実施部署2)総合防災室【航空隊】

※有識者や気象台等同乗者の調整
・関係機関への情報伝達
（手段）電話、ＦＡＸ
（実施部署）総合防災室
・特定地域への避難指示（緊急）、緊急
退避の指示
（手段）モバイルメール、Ｊアラート
（実施部署）総合防災室【一関市と連携】

・立入規制（入山規制）の実施
（規制箇所）国道342号真湯温泉口
（実施部署）県南広域振興局一関土木セ
ンター
（必要な資材等）立看板、バリケード、トラ
ロープ等
＊車両下山者のための中間点の誘導員
にも配意（噴石の影響範囲に注意）

一
関
市

（
一
関
市
・
一
関
消
防

）

市長・副市長に連絡（消防本部）
各部長に連絡（庁議メール：消防本部）
市長公室危機管理監に連絡
・非常体制の構築
災害対策本部の設置
特定地域内の施設(須川高原温泉)に有線
にて現地の状況を確認、須川コース登山
口に立入禁止看板の設置・登山客等避難
者の受入・スーパーメガホンでの屋外広報
等を依頼。（消防本部防災課・商業観光
課）
仙台管区気象台に第一報報告
県市村との情報共有を図る。
岩手県防災航空隊への情報提供
＊目視による確認を随時行い、情報を対
策本部内で情報共有すると共に、気象台・
協議会（県）に速やかに情報提供する。

・住民及び登山者等に周知
（手段）防災行政無線、緊急速報メール、Ｆ
Ｍあすも、ＳＮＳ
（実施部署）消防本部、広聴広報課
・関係機関への情報伝達（ＩＣＮ：一関
ケーブルネットワークを含む。）
（手段）電話・ＦＡＸ
（実施部署）災害対策本部（広聴広報課ほ
か各担部署）
・特定地域内施設への避難勧告、緊急
退避の指示
（手段）有線電話、緊急速報メール、ＳＮ
Ｓ、コミュニティＦＭ、ＩＣＮ
（実施部署）消防本部、広聴広報課

・火山活動の情報収集
・立入規制（入山規制）の実施
（規制箇所）国道342号線真湯温泉口（一
関土木センターに協力、規制箇所付近に
通じる市道等の入り口にも配意）
（実施部署）道路管理課
（必要な資材等）立看板、バリケード、トラ
ロープ等
・緊急的避難所（一関健康の森）への一
時避難者の受入可能状況の確認（必要
に応じて人員派遣）

警
察

・災害警備本部設置（警察本部）
・一関警察署災害警備本部設置
・情報収集と関係機関との情報共有
・出動準備
通報を受け、関係機関へ報告

・住民及び登山者等に周知
・警察車両による広報活動（手段）

・立入規制（通行規制）の実施

観
光
協
会

（
特
定
地
域
の
施
設

管
理
者
を
含
む

）

爆発音を認知。栗駒山が噴
火した可能性があるとの情
報を「須川温泉地域」の施設
管理者から、一関市・仙台
管区へ通報する

・住民及び登山者等に周知
（手段）

・施設利用者等への緊急退避の呼びかけ・避
難誘導
（手段）

そ
の
他

関
係
機
関

【自衛隊】
県庁連絡班、偵察班、現地連絡班派遣準備
開始

【国土交通省】
・防災体制の構築
【警戒体制】
災害対策本部の設置

凡例

火山活動状況

情報発表

緊急性を要する対応

防災課 

防災課 

消防安全課 

防災課 
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栗駒山突発的噴火時の初動対応要領（叩き台）　  【宮城県】

時刻 10:45 11:00 11:05 11:10
噴火警戒

レベル 1 1 1 3 3 3

火
山
活
動
・

登
山
者
等

の
状
況

昭和湖で噴火が発生
登山者が噴火発生の情報
を警察に通報

気
象
台

（
カ
メ
ラ
確
認
可

）

栗駒山の昭和湖
周辺で火山性微
動を観測。

監視カメラで噴火を確認
・灰色の噴煙が上がっている
・大きな噴石が1km程度飛散
している模様

噴火速報を発表
・火山活動の状況を関係
機関へ解説
（手段）電話・メール・協議
会Web（HP）

噴火に関する火山観測報を発表 ・ヘリによる上空からの観測（県、陸上自
衛隊、東北地方整備局への協力依頼・調
整）
・第二管区海上保安本部、県警（上空から
の状況）への情報提供依頼

・県災害対策本部への解説員の派遣
・栗原市災害対策本部及び県の現地災害
対策本部へのJETT派遣の検討
・機動観測班派遣の検討
・火山活動の状況を関係機関へ解説
（手段）電話・メール・協議会Web（HP）

気
象
台

（
カ
メ
ラ
確
認
不
可

）

栗駒山の昭和湖
周辺で火山性微
動を観測。

・地震計と空振計で、噴火と
思われる大きな振幅を観測
・傾斜計で山体膨張を示す顕
著な地殻変動を観測
・稜線部は雲に覆われ、監視
カメラでは火口周辺の状況は
不明

火山活動の状況を関係
機関へ解説
（手段）電話・メール・協議
会Web（HP）

・火山活動、火口周辺の状況に関する情
報収集

火山活動の状況を関係機関へ解説
（手段）電話・メール・協議会Web（HP）

「噴火したもよう」として、噴火速報を発
表

宮
城
県

(

宮
城
県
危
機
対
策
課

)

・防災体制の構築
(職員の参集）
（防災情報システム立ち上げ）
（情報収集）
【非常体制】
災害対策本部等の設置

・住民及び登山者等に周知
（手段）県ウェブサイト等
（実施部署）危機対策課
・関係機関への情報伝達
（手段）電話，FAX，メール，防災情報シス
テム等
（実施部署）危機対策課
・特定地域への避難指示（緊急）、緊急退
避の指示の助言
（実施部署）危機対策課

・立入規制（入山規制）の実施の助言
（実施部署）危機対策課
・現地災害対策本部等又は３県合同会議
の設置（岩手県と協議）の検討
（実施部署）危機対策課
・栗原市に対応状況確認（入山規制等の
確認）※以降も随時確認
・岩手県（協議会事務局）に対応状況を報
告※以降も随時報告
（実施部署）危機対策課
・自衛隊に災害派遣要請の可能性の事前
連絡
（実施部署）危機対策課

栗
原
市

(

宮
城
県
栗
原
市
危
機
対
策
課

)

・市長・副市長に連絡（危機対策課）
・各部局長に連絡（危機対策課）
・県際市町村と情報共有を図る（状況確
認）

・防災体制の構築
【非常体制】
災害対策本部の設置

・住民及び登山者等に周知
（手段）防災行政無線、緊急速報メール配
信等
（実施部署）危機対策課

・関係機関への情報伝達
（手段）電話、FAX,メール、防災情報システ
ム等
（実施部署）危機対策課

・特定地域内施設への避難指示（緊急）、
緊急退避の指示
（手段）緊急速報メール配信、携帯電話
（実施部署）危機対策課

・立入規制（入山規制）の実施
（規制箇所）中央コース登山口、東栗駒
コース登山口、裏掛コース登山口、御室
（分岐）、虚空蔵十字路（分岐）
（実施部署）危機対策課
（必要な資材等）立看板、バリケード、ロー
プ等
・関係部局との情報共有、協力体制の確
保
・宮城県に対応状況報告（随時入山規制
等の報告）

警
察

(

宮
城
県
警

)

通報を受け、関係機関へ報告
・災害警備本部等設置（警察本部）
・若柳警察署及び築館警察署に災害警備
本部等設置
・情報収集と関係機関との情報共有
・救助部隊出動準備

・住民及び登山者等に周知
(手段)警察車両による広報活動

・立入規制（通行規制）の実施

消
防

(

栗
原
市
消
防

)

爆発音を認知。栗駒山が噴
火した可能性があるとの情
報を「須川温泉地域」の施設
管理者から、一関市・仙台管
区へ通報する

けが人や救助要請等の情報収集
・噴火及び被害状況の確認
・警防本部設置
・警備体制の発令協議
・消防本部各所属へ伝達

・住民及び登山者等に周知
（手段）
・関係機関と連携した警戒広報
・防災航空隊への情報提供

・防災航空隊要請（偵察、広報、避難誘導等）

観
光
協
会

（
特
定
地
域
の
施
設

管
理
者
を
含
む

）

爆発音を認知。栗駒山が噴
火した可能性があるとの情
報を「須川温泉地域」の施設
管理者から、一関市・仙台管
区へ通報する

・住民及び登山者等に周知
（手段）

・施設利用者等への緊急退避の呼びかけ・避
難誘導
（手段）

そ
の
他

関
係
機
関

【自衛隊】
県庁連絡班、偵察班、現地連絡班派遣準
備開始

【国土交通省】
・防災体制の構築
【警戒体制】
災害対策本部の設置

凡例

火山活動状況

情報発表

緊急性を要する対応

復興・危機管理総務課 

復興・危機管理総務課 

復興・危機管理総務課 

復興・危機管理総務課 

復興・危機管理総務課 

復興・危機管理総務課 

復興・危機管理総務課 

復
興
・
危
機
管
理
総
務
課
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登山者からの情報（警察、消防への通報）
では、昭和湖付近ではケガ人が複数いる。
昭和湖付近や山頂の登山道付近には登山
者が多数取り残されている模様との情報

噴火警報（火口周辺）を発表
噴火警戒レベルを３（入山規制）に引き上
げ

火山活動の状況を関係機関へ解説
・灰色の噴煙が継続して上がっている
・大きな噴石の飛散が1km程度飛散してい
る模様
・火口から4km以内の範囲に影響を及ぼす
噴火の可能性
・風下側では小さな噴石・火山灰に注意

救助活動に資する火山活動や気象状況
（降雨等の見通し）の情報を関係機関へ提
供

噴火に関する火山観測報を発表 噴火警報（火口周辺）を発表
噴火警戒レベルを３（入山規制）に引き上
げ
・県災害対策本部への解説員の派遣
・栗原市災害対策本部及び県の現地災害
対策本部へのJETT派遣の検討
・機動観測班派遣の検討
・ヘリによる上空からの観測（県、陸上自衛
隊、東北地方整備局への協力依頼・調整）

火山活動の状況を関係機関へ解説
・噴火と思われる活動
・火口から4km以内の範囲に影響を及ぼす
噴火の可能性
・風下側では小さな噴石・火山灰に注意

救助活動に資する火山活動や気象状況
（降雨等の見通し）の情報を関係機関へ提
供

・火山活動の情報収集及び今後の気象情
報（降雨等）の確認
（連絡先，手段）仙台管区気象台に確認
（実施部署）危機対策課
・火口周辺の登山者等の被災・避難状況の
情報収集
（連絡先，手段）栗原市，消防，県警等に確
認
（実施部署）危機対策課
・栗原市へのリエゾン派遣検討
（実施部署）北部地方振興事務所栗原地域
事務所
・県道の規制，降灰対策の検討
（実施部署）北部土木事務所栗原地域事務所

・緊急退避後の避難誘導の助言
（実施部署）危機対策課
・救助等対応の調整
・県防災ヘリコプターの飛行の可否の検討

・栗原市からの依頼を受け、自衛隊に災
害派遣を要請
（実施部署）危機対策課
・栗原市の要請に応じて，車両（バス等）の
手配
・ヘリコプターによる救助（可能な場合）
（活動拠点）栗原市
（調整事項）①防災ヘリ・県警ヘリ・自衛隊
ヘリ・関係機関ヘリ等の活動調整、②救助
後の救助活動の調整
・DMAT等への派遣要請
（実施部署）医療政策課
・災害対策本部会議等の開催
（実施部署）危機対策課

・火山活動の情報収集及び今後の気象情
報（降雨等）の確認
（連絡先，手段）仙台管区気象台

・火口周辺の登山者等の被災・避難状況の
情報収集
（連絡先，手段）消防、特定施設関係者

・緊急退避後の避難誘導
（下山者対応の場所）山脈ハウス
（緊急的避難所）栗駒総合体育館、花山コ
ミュニティセンター
（輸送手段）マイクロバス等
（調整事項）避難施設との連絡調整
・関係部局との情報共有

・災害対策本部会議（火山の活動状況、避
難状況、避難誘導の状況、今後の対応の
確認）
・被害状況等の把握
・登山者、観光客の負傷状況等情報収集

・知事に対し、自衛隊災害派遣要請を依頼

・医療機関等への協力要請

・火山活動の情報収集（連絡先，手段）
(連絡先)宮城県警察災害警備本部等（警
察本部）、若柳警察署及び築館警察署災
害警備本部等
(手段)下山者などからの情報収集及び警
察ヘリによる情報収集
・火口周辺の登山者等の被災・避難状況の
情報収集
（連絡先，手段）
前記に同じ

・緊急退避後の避難誘導 ・ヘリコプターによる救助
（活動拠点）霞目飛行場
（調整事項）現地災害対策本部等での防災
関係機関によるヘリコプター運用調整会議
による運用調整
・登山者等の救助
地上部隊による救助の検討
※現地災害対策本部において、気象庁の
助言及び救助関係機関による地上部隊の
運用検討

・火山活動の情報収集
（連絡先，手段）

・火口周辺の登山者等の被災・避難状況の情
報収集
（連絡先，手段）

・緊急退避後の避難誘導
・栗原消防署北分署・栗原消防署西出張所に
前線本部設置（活動隊待機場所）
・噴火及び被害状況の確認

下山者等の応急処置

・火山活動の情報収集
（連絡先，手段）

・施設内への避難者やケガ人等の情報を把
握、市や消防へ報告
（連絡先，手段）

・緊急退避後の避難誘導
（緊急的避難所）
（輸送手段）
（調整事項）

・観光客等の安否情報の収集、市村や警察、
消防等との情報共有

・利用者等の施設内避難者、従業員の下山を
確認、市村等へ報告

【自衛隊】
・災害派遣要請受理
・県庁連絡班県庁到着、現況把握、連絡、
調整を開始
・偵察班、現地連絡班、現地対策本部に向
け駐屯地出発

【自衛隊】
・ヘリコプター八戸離陸
・車両による救助、病院搬送（活動拠点）

【国土交通省】
・ヘリコプターによる状況把握、提供

・火口位置：昭和湖

・噴煙高度：火口から2000ｍ

・発生現象：大きな噴石の飛散（昭和湖から800m）

小さな噴石・火山灰の降下（火口周辺地域～耕英地区付近にかけて）

噴火と同時に火口噴出型泥流の発生（昭和湖～ゼッタ沢～磐井川）

火山活動の想定（突発的な噴火）
・日時：１０月Ｘ日（日曜日） １１時００分

・天候：曇り（予報では曇りのち雨）

・風向：西～北西

・噴火警戒レベル：１

復興・危機管理総務課 

復興・危機管理総務課 

復興・危機管理総務課 

復興・危機管理総務課 

復興・危機管理総務課 

・県庁連絡班県庁に向け駐屯地出発 
到着後、現況把握、連絡、調整を

開始 
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